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総 務 常 任 委 員 会 記 録

平成１６年　３月１１日（木）午前１０時　１分　開会
　　　　　　　　　　　　　　午後　４時５７分　散会

１．場所
大会議室

１．出席委員
委 員 長� 三好義治 � 副委員長� 大澤勝哉 � 委　　員� 本保加津枝
委　　員� 山本善信 � 委　　員� 安藤　薫 � 委　　員� 森西　正

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森川　薫� 助　役　小野吉孝� 収入役　八木靖彦
市長公室長　中西　肇� 市長公室次長　羽原　修
同室参事兼人事課長　中岡健二　　秘書課参事　山野芳男
政策推進課長　有山　泉� 同課参事　吉田和生� 人事課参事　杉本正彦
人権政策室人権同和対策課長　中野泰男　　同室女性政策課長　竹田　進
総務部長　奥村良夫� 同部次長兼財政課長　川崎　修
同部参事兼総務防災課長　南野邦博　　同部参事兼情報管理課長　小寺芳政
同部参事兼市民税課長　奥田秋広　　　同部参事兼固定資産税課長　西村勝彦
同部参事兼納税課長　井田博敏　　　　同部参事兼契約検査課長　石田光次
情報管理課参事　高山真弓� 同課参事　村江　卓� 契約検査課参事　梨木幸三
収入役室長　田村孝行
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　林　州彦
同局次長　杉浦　徹� 同局参事　大砂　渉
消防長　稲田晴彦� 消防本部次長兼消防署長　石田喜好
同本部次長兼総務課長　浜崎健児　　予防課長　水田謙二� 同課参事　池沢弘員
警防第１課長　北居　一� 同課参事　関口一男� 警防第２課長　埜口節夫�

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　中川　顯� 同局主幹　船寺順治

１．審査案件（審査順）
　　議案第　１号　平成１６年度摂津市一般会計予算所管分
　　議案第　９号　平成１５年度摂津市一般会計補正予算所管分
　　議案第２４号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分
　　議案第　５号　平成１６年度摂津市財産区財産特別会計予算
　　議案第１２号　平成１５年度摂津市財産区財産特別会計補正予算
　　議案第１９号　摂津市職員の退職手当の特例に関する条例制定の件
　　議案第２１号　特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び旅費に関する
　　　　　　　　　条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第２０号　公益法人等への職員の派遣等に関する条例及び摂津市水道企業職員の
　　　　　　　　　給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第２２号　摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第２３号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部
　　　　　　　　　を改正する条例制定の件
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（午前１０時　１分　開会）
○三好委員長　ただいまから総務常任委
員会を開会します。
　理事者からあいさつを受けます。
　森川市長。
○森川市長　おはようございます。
　委員の皆さん方には何かとお忙しい中、
過日の本会議で付託されました案件につ
きまして、早速総務常任委員会を開催賜
り、まことにありがとうございます。
　何とぞ、よろしくご審議いただき、可
決賜りますようお願い申し上げまして、
簡単ではございますが、開会のごあさつ
にさせていただきます。
　なお、この場は一たん退席いたします
が、在庁いたしておりますので、よろし
くお願い申し上げます。
○三好委員長　あいさつが終わりました。
　本日の委員会記録署名委員は、山本善
信委員を指名します。
　審査の順序につきましてはお手元に配
付しています案のとおり行うことに異議
ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好委員長　異議なしと認め、そのよ
うに決定します。
　暫時休憩します。

（午前１０時　２分　休憩）
（午前１０時　３分　再開）

○三好委員長　再開します。
　議案第１号所管分及び議案第９号所管
分の審査を行います。
　補足説明を求めます。
　奥村総務部長。
○奥村総務部長　それでは、議案第１号、
平成１６年度摂津市一般会計当初予算の
うち、総務部等に係る部分について目を
追って主なものの補足説明をさせていた
だきます。
　まず、歳入でございますが、２３ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、
個人は、前年度に比べ２億９，６２０万
円の減となっております。これは恒久的
減税による減収に加え、給与収入総額が
５年連続減少していることなどを考慮し
計上したものでございます。
　目２、法人は、前年度に比べ１億３，
６４０万円の減となっております。これ
は主要法人において特別損失の計上が続
いていることなどによるものでございま
す。
　項２、固定資産税、目１、固定資産税
は、前年度に比べ１億８，１９０万円の
減となっております。これは家屋につい
ては新増築による増が見込まれるものの、
土地については地価下落により評価額が
減少していることによるものでございま
す。
　次に２４ページ、目２、国有資産等所
在市町村交付金及び納付金は、前年度に
比べ２４０万円の増となっております。
これは日本郵政公社所有分の納付金に係
る増でございます。
　項３、軽自動車税は３５０万円の増と
なっております。これは四輪乗用車の増
加によるものでございます。
　２５ページ、項４、市たばこ税は、前
年度に比べ３，４４０万円の減となって
おります。これはたばこの消費本数が減
少していることによるものでございます。
　項５、都市計画税は、前年度に比べ５，
７００万円の減となっております。これ
は、固定資産税と同様の理由によるもの
でございます。
　２６ページ、款２、地方譲与税、項１、
所得譲与税は、三位一体の改革に伴う国
庫補助負担金の廃止・縮減の代替財源と
して、新たに措置されたものでございま
す。
　項２、自動車重量譲与税は、前年度と
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同額を計上いたしております。
　２７ページ、項３、地方道路譲与税は、
前年度に比べ１，４００万円の減となっ
ております。
　款３、利子割交付金は、前年度と同額
を計上いたしております。
　２８ページ、款４、配当割交付金及び
款５、株式等譲渡所得割交付金は、平成
１５年度地方税法の改正に伴い新たに設
けられたものでございます。
　２９ページ、款６、地方消費税交付金
は、前年度に比べ８，０００万円の増と
なっております。これは、平成１５年度
決算見込額等を参考に計上いたしたもの
でございます。
　款７、ゴルフ場利用税交付金は、前年
度に比べ５０万円減額いたしております。
　３０ページ、款８、自動車取得税交付
金は、前年度と同額を計上いたしており
ます。
　款９、地方特例交付金は、前年度に比
べ８，０００万円の減となっております。
これは、平成１５年度決算見込額等を参
考に計上いたしたものでございます。
　３１ページ、款１０、地方交付税は、
前年度に比べ２億３，１００万円の増と
なっております。これは、平成１６年度
において交付税総額が抑制されるものの、
市税の大幅な減少により、基準財政収入
額が減少するため、前年度と同程度の交
付が見込まれるものでございます。
　款１１、交通安全対策特別交付金は、
前年度と同額を計上いたしております。
　３３ページ、款１３、使用料及び手数
料、項１、使用料、目１、総務使用料で
は、庁舎施設等使用料を、また３６ペー
ジ、項２、手数料、目１、総務手数料で
は、税務諸証明手数料などを計上いたし
ております。
　続きまして、４３ページをお開きくだ

さい。
　款１４、国庫支出金、項３、委託金、
目１、総務委託金では、指定統計調査委
託金などを計上いたしております。
　４６ページ、款１５、府支出金、項２、
府補助金、目１、総務費府補助金では、
緊急地域雇用創出特別基金事業補助金な
どを計上いたしております。
　次に５３ページ、目９、振興補助金は、
前年度と同額を計上いたしております。
　項３、委託金、目１、総務費委託金で
は、府税徴収事務委託金を計上いたして
おります。
　５５ページ、款１６、財産収入、項１、
財産運用収入、目１、財産貸付収入は、
前年度に比べ２，２６１万９，０００円
の増となっております。これは、市有地
の有効活用による民間事業所への土地貸
付収入を計上いたしたものでございます。
　目２、利子及び配当金では、各種基金
利子を計上いたしております。
　５７ページ、款１７、寄附金は前年度
と同額を計上いたしております。
　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入
金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、
前年度に比べ２，１３７万４，０００円
の増となっております。
　これは、市場池貸付収入の２０％相当
額のほか、味舌上第２分団消防ポンプ車
倉庫底地購入費を計上いたしております。
　５８ページ、項２、基金繰入金、目１、
減債基金繰入金では、前年度に比べ５億
３，８４９万２，０００円の減となって
おります。
　目３、公共施設整備基金繰入金は、公
共施設整備基金からの借入金１４億２，
１００万円を計上いたしております。
　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算
金及び過料、目１、延滞金は、前年度と
同額を計上いたしております。
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　５９ページ、項２、市預金利子、目１、
市預金利子は、前年度に比べ１０万円の
減となっております。
　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被
害復旧資金貸付金元金収入は、浸水被害
に係る貸付金償還金を計上いたしており
ます。
　６０ページ、項４、雑入では、大阪府
市町村振興協会交付金や水道事業会計か
らの収入などを計上いたしております。
　続きまして６４ページ、款２０、市債
は、全体で前年度に比べ３９億１，６７
０万円の増となっております。本年度発
行予定いたしております市債といたしま
しては、目１、総務債及び目３、土木債
では借換債、目４、消防債では消防施設
整備事業債、目５、教育債では借換債の
ほか、小学校トイレ改修事業債など、目
６、市民税等減税補てん債及び目７、臨
時財政対策債についてはそれぞれ減税影
響額や、普通交付税不足額を補てんする
特例地方債となっております。
　借換債以外の借り入れ限度額及び借り
入れ方法などにつきましては、１２ペー
ジの第３表地方債に記載いたしておりま
す。
　続きまして、歳出でございますが、７
０ページ、款２、総務費、項１、総務管
理費、目１、一般管理費につきましては
７６ページまでに記載いたしております
とおり、そのほとんどが事務執行経費で
ございます。
　７６ページ、目２、文書広報費は、文
書の郵送料などに係る経費を計上いたし
ております。
　７７ページ、目３、会計管理費は、収
入役室に係る事務執行経費を計上いたし
ております。
　７８ページ、目４、財産管理費は、庁
舎や集会所に係る維持管理経費などを計

上いたしております。
　８０ページ、目５、車両管理費は、公
用車両の事故に対する賠償金を計上いた
しております。
　８２ページ、目１０、電子計算費は、
庁内の電子計算処理経費を計上いたして
おります。
　８９ページ、目１６、財政調整基金費、
目１７、公共施設整備基金費、目１８、
減債基金費は、それぞれの基金利子を積
み立てるものでございます。
　９０ページ、項２、徴税費、目１、税
務総務費、９２ページ、目２、賦課徴収
費につきましては、税務事務に係る執行
経費を計上いたしております。
　１０３ページ、項５、統計調査費、目
１、統計調査総務費は、統計調査に係る
人件費や統計調査員の研修経費などを、
１０４ページ、目２、指定統計調査費は、
各種指定統計調査に係る経費をそれぞれ
計上いたしております。
　続きまして、１８１ページをお開きく
ださい。款８、消防費、項１、消防費、
目４、災害対策費は、各種備蓄物品の購
入や防災演習に係る経費などを計上いた
しております。
　次に、２２１ページをお開きください。
款９、教育費、項７、保健体育費、目３、
体育施設費のうち、公有財産購入費９，
９００万円につきましては、土地開発公
社健全化対策事業に基づく、教育用地の
土地購入費でございます。
　２２２ページ、款１０、公債費、項１、
公債費、目１、元金は、前年度に比べ４
７億２，０４０万５，０００円の増となっ
ております。これは、市債の借換債分４
８億６，６７０万円を計上いたしたこと
などによるものでございます。
　目２、利子は、前年度に比べ１億１，
７６９万３，０００円の減となっており
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ます。
　２２４ページ、款１１、諸支出金、項
２、繰出金は、公共施設整備基金からの
借入金に対する利子償還金でございます。
　款１２、予備費は、前年度と同額となっ
ております。
　続きまして、議案第９号、平成１５年
度摂津市一般会計補正予算第６号のうち、
総務部等の所管する事項につきまして補
足説明をさせていただきます。
　まず、８ページの第３表地方債の補正
のうち、追加分の千里丘三島線交差点改
良事業につきましては、土地の買収事業
の確定に伴い、新たに起債許可が見込ま
れるものでございます。
　９ページ、変更分につきましては、臨
時財政対策債の起債許可額が確定したこ
とに伴い、その起債の限度額を増額いた
すものでございます。
　次に、歳入につきましては１２ページ、
款１、市税、項１、市民税、目１、個人
は、１億円の減額で給与収入総額が当初
見込み以上に減少したことによるもので
ございます。
　目２、法人は、２億５，０００万円の
減額で、新たな大口法人の特別損失計上
があったことによるものでございます。
　項２、固定資産税、目１、固定資産税
は、５，０００万円の増額で、償却資産
について、新規投資による増が当初見込
を上回ったことによるものでございます。
　１５ページ、款１２、国庫支出金、項
３、委託金、目１、総務委託金は、執行
額の確定に伴い、指定統計調査委託金の
減額などを計上いたしております。
　１６ページ、款１３、府支出金、項２、
府補助金、目１、総務費府補助金は、事
業費の変更に伴い、緊急地域雇用創出特
別基金事業補助金の額を減額いたしてお
ります。

　１８ページ、款１４、財産収入、項１、
財産運用収入、目２、利子及び配当金は、
財政調整基金などの利子がほぼ確定した
ことに基づくものでございます。
　１９ページ、款１６、繰入金、項１、
特別会計繰入金、目１、財産区財産特別
会計繰入金は、味舌上財産区からの繰入
金でございます。
　２０ページ、款１８、市債は、先ほど
申し上げましたとおり、事業費の確定に
より新たに起債許可が見込まれるもの及
び起債限度額の増額があったものを計上
いたしております。
　続きまして歳出でございますが、今回
補正をお願いいたします予算のうち、減
額補正につきましては事業費を精査し、
経費の節減に努める中で、見込める不用
額につきまして、減額をいたしたもので、
その所要額を２２ページから２４ページ
までの款２、総務費、項１、総務管理費、
目１、一般管理費、２４ページの目４、
財産管理費、２６ページの目１０、電子
計算費、２９ページの項２、徴税費、３
３ページから３４ページまでの項５、統
計調査費、４７ページの款８、消防費、
項１、消防費、目４、災害対策費、５７
ページの款１０、公債費、項１、公債費、
目２、利子において計上いたしておりま
す。
　次に、今回増額補正いたしております
項目につきましては、２７ページ、款２、
総務費、項１、総務管理費、目１６、財
政調整基金費で、今回の補正財源を調整
するため、財政調整基金積立金を計上い
たしております。
　２８ページ、目１７、公共施設整備基
金費、目１８、減債基金費、目１９、土
地開発基金費は、それぞれ基金利子を積
み立てるため計上いたすものでございま
す。
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　以上、補正予算内容の補足説明とさせ
ていただきます。
○三好委員長　市長公室長。
○中西市長公室長　議案第１号、平成１
６年度摂津市一般会計当初予算のうち、
市長公室に係る部分につきまして、目を
追って主なものについて補足説明をさせ
ていただきます。
　まず、歳入でございますが、３３ペー
ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、
使用料、目１、総務使用料で、女性セン
ター使用料を計上いたしております。
　６０ページ、款１９、諸収入、項４、
雑入、目１、雑入で、退職手当水道事業
会計負担金、派遣職員給与等負担金など
を計上いたしております。
　次に、歳出でございますが、７０ペー
ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、
目１、一般管理費では、秘書業務、女性
政策推進に係る業務など、各課にかかわ
ります事務執行経費のほか、人事課で所
管しております職員研修、労働安全衛生、
職員健康管理、職員厚生会関係などの予
算を計上いたしております。
　人事課予算につきましては、前年度に
管理職養成等研修委託料や業務改善等研
修委託料が計上されていたことから、６
５０万６，０００円の減額となっており
ます。
　７６ページ、目２、文書広報費では、
広報せっつの編集、発行、配布に係る経
費のほか、ホームページの情報追加及び
更新に係る経費などを計上いたしており
ます。
　８０ページ、目６、企画費では、政策
推進課に係る事務経費を計上いたしてお
ります。
　８４ページ、目１２、女性政策費では、
男女の共同参画社会を目指すための経費
などを計上いたしております。

　目１３、女性センター費では、活動専
門員の増員により、前年に比べ１９１万
５，０００円の増額になっております。
　このほか、女性センター管理運営のほ
か、相談業務や講座開催に要する経費な
どを計上いたしております。
　８７ページ、目１５、諸費においては、
人権啓発推進事業、平和事業の経費など
を計上いたしております。
　人件費に係ります予算につきましては、
２２５ページ給与費明細書をご参照賜り
たいと存じます。
　平成１６年度当初予算の給与費は、特
別職に係る予算として４億５，２９３万
円、一般職に係る予算といたしまして、
７０億３，９５５万円、総額７４億９，
２４８万円を計上いたしております。
　対前年度当初予算と比較いたしますと、
８．０％、５億９，８２７万２，０００
円の減となっております。これらの給与
費の関係予算は、それぞれの予算科目に
おいて計上いたしておりますが、それぞ
れの合計は、報酬が３億１８４万６，０
００円、給料が３０億１５２万４，００
０円、職員手当が３１億１，５６８万４，
０００円、共済費が１０億７，３４２万
６，０００円となっております。
　次に、一般職の給与費の主な増減につ
いてご説明を申し上げます。
　給料では、２億４，７９６万円の減額
となっております。その内訳は、普通昇
給分として２，６２９万２，０００円の
増額となったものの、人事院勧告による
給与改正で３，２９１万１，０００円の
減額、その他採用、退職、会計間の移動
によるもので２億４，１３４万１，００
０円の減額となっております。
　職員手当では、２億５，５１７万円の
減額となっております。これは人事院勧
告の実施に伴い、期末手当で前年度より
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７，７７８万円の減額となっているほか、
採用、退職、会計間の移動などによるも
のでございます。
　共済費では、１億９９５万円の減額と
なっております。この主な要因といたし
ましては、市町村共済組合の年金の掛け
金料率が改正され減少したことのほか、
採用、退職、会計間の移動によるもので
ございます。
　続きまして、議案第９号、平成１５年
度摂津市一般会計補正予算（補正６号）
のうち、市長公室にかかわります事項に
つきまして補足説明をさせていただきま
す。
　歳出についてでございますが、２２ペー
ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、
目１、一般管理費では、対象者の減など
による職員健康診断委託料や教養研修費
負担金の減額などのほか、人事課の業務
執行経費１，１６５万９，０００円を減
額いたしております。また、人件費に係
ります予算については、５８ページ、給
与費明細書をご参照賜りたいと存じます。
　給料で年度途中の退職者４名があった
ことなどにより、３５３万６，０００円
を減額いたしております。
　職員手当では、２億３５９万２，００
０円増額となっておりますが、主な要因
は、退職手当で当初予定いたしておりま
した定年退職者以外に退職者が生じたた
め、２億１，４１２万３，０００円の増
額をいたしたことによるものでございま
す。
　２５ページ、目６、企画費では、政策
推進課の業務執行経費を、２７ページ、
目１２、女性政策費、目１３、女性セン
ター費では、男女の共同参画社会を目指
すための経費や女性センター管理運営に
要する経費など、女性政策課の業務執行
経費を、目１５、諸費では、平和事業、

人権啓発事業など人権同和対策課の業務
執行経費を決算見込により減額いたして
おります。
　以上、予算の補足説明とさせていただ
きます。
○三好委員長　稲田消防長。
○稲田消防長　それでは、議案第１号、
平成１６年度摂津市一般会計予算のうち、
消防本部に係る事項につきまして、目を
追ってその主なものについて補足説明を
させていただきます。
　まず、歳入でございますが、３４ペー
ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、
使用料、目５、消防使用料は、消防本部
施設の使用料でございます。
　３８ページ、項２、手数料、目５、消
防手数料は、危険物設置許可申請手数料
等及び罹災等の証明書発行に伴う手数料
でございます。
　４２ページ、款１４、国庫支出金、項
２、国庫補助金、目４、消防費国庫補助
金は、高規格救急自動車及び高度救命処
置用資機材整備に伴う消防施設整備費補
助金でございます。
　５２ページ、款１５、府支出金、項２、
府補助金、目７、消防費府補助金は、大
阪航空消防運営費補助金でございます。
　６２ページ、款１９、諸収入、項４、
雑入、目１、雑入のうち、消防本部所管
分は消防団員退職報償費及び近畿道救急
業務実施市町村交付金が主なものでござ
います。
　次に、歳出でございますが、１７４ペー
ジ、款８、消防費、項１、消防費、目１、
常備消防費は９億８，４６３万１，００
０円で、前年比１．２％、１，１７４万
円の減額となっております。
　予算概要につきましては、９９ページ
から１０４ページにかけ記載いたしてお
りますので、あわせてご参照ください。
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　１７５ページ、旅費は、救急救命士養
成に係る研修所への派遣及び大阪府立消
防学校などへの職員研修派遣に係る普通
旅費でございます。
　１７５ページ、需用費は、被服及び緊
急情報システムに係る消耗品及び消防車
両や消防庁舎の維持管理経費等でござい
ます。
　１７６ページ、委託料は、庁舎総合管
理委託料及び指令業務に係る緊急情報シ
ステム等保守管理委託料などが主なもの
でございます。
　１７７ページ、備品購入費はＮＯｘ・
ＰＭ法の規制対象となる高規格救急自動
車の更新及び高度救命処置用資機材の整
備に係る経費などでございます。
　負担金補助及び交付金は、大阪航空消
防運営費負担金及び救急救命士養成研修
や消防学校への職員教育派遣に係る負担
金並びに消火栓の新設、修理に係る負担
金などでございます。
　１７９ページ、目２、非常備消防費は
５，６３１万円で、前年比６６．９％、
２，２５６万２，０００円の増額となっ
ております。
　これは、味舌上第２分団消防ポンプ車
倉庫の底地購入が主な理由でございます。
報酬は、消防団員に対する報酬でござい
ます。報償費は、退職消防団員に対する
報償金でございます。
　旅費は、火災出動及び訓練並びに歳末
非常警戒等に係る費用弁償でございます。
　需用費は、消防団員への貸与被服、消
防団、消防車両の維持管理経費などでご
ざいます。
　手数料及び１８０ページの委託料並び
に公有財産購入費は味舌上第２分団消防
ポンプ車倉庫の底地の購入に係る不動産
鑑定手数料、確定測量委託料、土地購入
費でございます。

　なお、土地購入に係る財源につきまし
ては、財産区財産特別会計から繰り入れ
るものでございます。備品購入費は、小
型動力ポンプの更新に係る経費が主なも
のでございます。
　負担金補助及び交付金は、消防団員等
公務災害補償等共済基金負担金などでご
ざいます。
　以上、平成１６年度摂津市一般会計の
うち、消防本部に係る事項につきまして
の補足説明をさせていただきます。
　次に、議案第９号、平成１５年度摂津
市一般会計補正予算（第６号）のうち、
消防本部に係る事項につきまして、補足
説明をさせていただきます。
　まず、歳入でございますが、１９ペー
ジ、款１７、諸収入、項４、雑入、目１、
雑入の自動車損害賠償保険金は、味生出
張所に配備の消防ポンプ自動車の交通事
故による全国市有物件災害共済会からの
共済金でございます。
　続きまして、歳出でございますが、４
７ページ、款８、消防費、項１、消防費、
目１、常備消防費の工事請負費は、消防
ポンプ自動車購入に係る執行差金を減額
いたしたものでございます。
　以上、平成１５年度摂津市一般会計補
正予算（第６号）のうち、消防本部に係
る事項につきましての補足説明をさせて
いただきます。
○三好委員長　林局長。
○林監査委員・選挙管理・公平・固定資
産評価審査委員会事務局長　それでは、
議案第１号、平成１６年度摂津市一般会
計予算のうち、監査委員・選挙管理委員
会・公平委員会及び固定資産評価審査委
員会に係ります項目につきまして、その
補足説明をさせていただきます。
　まず、歳入でございますが、４４ペー
ジの款１４、国庫支出金、項３、委託金、
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目１、総務費委託金は、来る７月１１日
執行の参議院議員通常選挙に係る委託金
でございます。
　次に、歳出でございますが、８１ペー
ジの款２、総務費、項１、総務管理費、
目８、公平委員会費及び８２ページの目
９、固定資評価審査委員会費につきまし
ては、委員報酬などの管理経費でござい
ます。
　次に、９７ページの款２、総務費、項
４、選挙費、目１、選挙管理委員会費に
つきましては委員報酬などの管理経費で
ございます。
　次に、９９ページの目２、参議院議員
通常選挙費でございますが、これは歳入
で申し上げましたように、来る７月１１
日に執行されます参議院議員通常選挙に
係る投票立会人等の人件費や入場整理券
などの需用費、ポスター掲示料、設営撤
去委託費などの執行経費でございます。
　次に、１０１ページの目３、市長選挙
費でございますが、これは１０月１１日
の任期満了に伴う市長選挙に係る経費で
ございます。
　次に、１０５ページの項６、監査委員
費、目１、監査委員費につきましては、
委員報酬及び事務管理経費でございます。
　以上、予算の補足説明をさせていただ
きます。
　続きまして、議案第９号、平成１５年
度摂津市一般会計補正予算（第６号）の
うち、選挙管理委員会及び固定資産評価
審査委員会にかかります項目につきまし
て、その補足説明をさせていただきます。
　まず、歳入でございますが、１５ペー
ジの款１２、国庫支出金、項３、委託金、
目１、総務費委託金は平成１５年１１月
９日執行の衆議院議員総選挙に伴う委託
金の確定により減額するものでございま
す。

　次に、１７ページの款１３、府支出金、
項３、委託金、目１、総務費委託金は平
成１５年４月１３日執行の大阪府議会議
員選挙に伴う委託金の確定により減額す
るものでございます。
　次に、歳出でございますが、２６ペー
ジの款２、総務費、項１、総務管理費、
目９、固定資産評価審査委員会費では、
委員報酬等の精査に伴い減額するもので
ございます。
　次の３１ページの款２、総務費、項４、
選挙費、目２、府議会議員選挙費につき
ましては、執行経費の精査に伴い減額す
るものでございます。
　次に３２ページの款２、総務費、項４、
選挙費、目４、衆議院議員総選挙費につ
きましては、執行経費の精査に伴い減額
するものでございます。
　以上、補正予算の補足説明をさせてい
ただきます。
○三好委員長　説明が終わり、質疑に入
ります。
　質疑者は、ページと款項目を言ってい
ただいて質疑していただくようにお願い
します。
　安藤委員。
○安藤委員　予算書の２３ページ、前年
比で７億、市税収入が落ちています。そ
の内訳として市民税が４億３，２６０万
円減っているということであります。
　その中でご説明もいただいたのですが、
個人市民税の中でも個人均等割が前年度
と比べますと１，４５０万円ほど増えて
います。これの増額の予算にした根拠に
ついて。あわせて個人所得割が落ち込ん
でいるという給与所得の５年連続の落ち
込みというご説明もいただいたわけです
が、所得割の大半を占めています給与所
得者の納税義務者での数であるとか、給
与所得者の収入は一体どのような状況に
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なっているのかについて、お聞かせいた
だきたいと思います。
　それから、法人市民税について、前年
比で１億３，６４０万円落ちています。
均等割では前年と同額になっていますが、
法人割では１億３，６４０万円の減とい
うことになっています。ただ、補正予算
の１２ページにありますが、補正予算で
は２億５，０００万円の大きな法人市民
税の減額になっていますので、１５年度
の補正後と比べますと、１６年度の当初
予算の見込額というのは若干増額の予算
というふうになっていますが、その点の
根拠についてお聞かせをいただきたいと
いうふうに思います。
　あと、いつもお聞きしているのですが、
法人割の中で特に税額の大半を占めてい
るといわれています、１号、２号法人、
先ほども主要法人の特別損失の増額によ
る法人税の減収というご説明をいただい
たわけですが、１号、２号法人の数、そ
れから税額の中でどれぐらいの割合を占
めているのか、その特別損失の具体的な
個別の中身までについてはなかなか触れ
にくい、わかりにくい部分もあるかと思
いますが、その点についてわかる範囲で
お聞かせいただきたいと思います。
　それから、同じく市税の中で、固定資
産税についても前年に比べますと１億９，
０００万ほど落ち込んでいる。市税収入
の中でも５割以上を占めている固定資産
税なわけですが、土地の下落というお話
もいただきましたし、昨年度たしか評価
替えもあったかと思いますが、その点の
土地の減額、それから償却資産の減額に
ついて、あわせて補正予算１２ページの
償却資産が逆に５，０００万円の増額に
なっておりますので、その点の根拠、要
因等をお聞かせいただきたいというふう
に思っております。

　あわせまして、償却資産について、工
場などのいろいろな動産関係が課税対象
になるかと思うのですけれども、主な対
象というのは一体どういうものになるの
か。その課税対象となっている納税義務
者は、やはり法人割のように主要法人に
大きなところでの償却資産に係る固定資
産税大半を占めているのか。それとも広
く均等割というのはちょっと表現おかし
いですけれども、広く多くの市民の皆さ
んから集めているようなものになってい
るのか。ちょっとその辺の性格上のもの
について、参考にお聞かせいただけたら
なと思います。
　続いて、予算書２８ページ、地方税制
の変更によって新たに生まれたとご説明
をいただきました配当割交付金と株式等
譲渡所得割交付金について、それぞれ新
たな財源ということで計上されておりま
すので、最初にその概要等について教え
てください。
　３０ページ、地方特例交付金も前年度
の決算見込からの推計で８，０００万円
減の４億６，０００万円が計上されてい
ます。地方特例交付金というのは恒久的
減税に伴う減収額の一部を補てんすると
いうことだと思うのですが、その恒久的
減税の額、具体的にどのぐらいになるの
か。見込んでいる減額、恒久的減税に伴
う減収額、そこからはじき出されてきた
地方特例交付金とのつながり、その点ちょっ
と聞かせていただけたらと思います。
　３１ページ、地方交付税については、
前年比２億３，１００万円の増、これは
前年は当初において普通交付金が計上さ
れていなかったものの補正において、普
通交付税が交付されるということになっ
て、前年度とほぼ同額を計上していると
いうふうにご説明をいただきました。
　その基準財政収入額と基準財政需用額
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との比較によって、この地方交付税が計
算されてくる。また地方交付税のいろい
ろな臨時財政対策債の振り替えなど、い
ろいろな変更点もありますし、今回三位
一体改革は本格的に当初予算の中でもか
なり大きな影響を与えてくる中で、地方
交付税、総額の抑制という問題も全国的
に今広がっていると思っています。
　今回の前年度と同じように算定して、
普通交付税を当初予算に見込んでいくと
いうことについて、改めてその根拠につ
いてお聞かせいただきたいと思います。
　特別交付税の方で、こちらは逆に５，
５００万円減額になっていますが、その
減額の要因について教えてください。
　続いて、３６ページ、使用料及び手数
料、総務手数料、税務手数料５２６万５，
０００円ですが、条例も出ているかと思
うのですが、その手数料の値上げの影響
なのかどうか、その辺を教えていただき
たいと思います。
　４２ページ、国庫支出金の国庫補助金、
消防費国庫補助金について先ほどもご説
明いただきましたけれども、消防費国庫
補助金が７７４万２，０００円が計上さ
れていて、これは消防施設整備補助金２，
３２２万６，０００円のうちの３分の１
だということになっていますが、これは
その中身について改めてお聞かせくださ
い。この３分の１というのは消防の設備
に対する国庫補助の決まったものなのか。
割合について、これについては３分の１
であるとか、これについては２分の１と
か、いろいろな割合があって、私もよく
わからないので、その点確認の意味でお
聞かせいただけたらなと思います。
　４６ページの府支出金で、府補助金、
緊急地域雇用創出特別基金事業の補助金
として５，５４２万８，０００円が計上
されております。この間も継続的に地域

の市民の声を確保ということで制度がつ
くられて延長されてきているわけですけ
れども、この具体的な事業の中身につい
て、交付金補助金と関連して、お聞かせ
いただけたらと。どういうことを予定し
ているのか。それから、これまでもお願
いをしてきましたけれども、この緊急地
域雇用創出特別基金というものが、その
人口成りを案分して交付されていること
からいって、やっぱり地元市民の雇用に
つながるような、そして市民に役立って、
さらにはそれが継続的に生かされるよう
なものになるということは大事だと思う
のですけれども、そういった観点からの
ご答弁をいただきたいというふうに思い
ます。
　５５ページの財産収入において、財産
運用収入貸付収入２，７００万６，００
０円とあります。前年度比よりも２，２
６１万９，０００円当初予算と比べます
と増えています。平成１５年度において、
期中に新たに土地の有効利用ということ
で貸し出し物件が増えていると思うので
すが、今年度新たに生まれるもの等があ
りましたら、その点中身についてお聞か
せいただきたいと思います。
　同じく、財産収入の中で、これは５６
ページになるかと思うのですが、財産売
払収入について、今回ゼロ、不動産売払
収入ゼロということになっています。昨
年度は土地の売却で２億２，７００万円
ほどの収入を得たわけですけれども、こ
の活用財産についての考え方ですね。そ
れから今年度の活用財産、売り払う予定
になっているものや計画されるもの。ま
たは次年度において考えられるものにつ
いて、どのような考え方でどんな計画を
持っておられるのか。ぜひお聞かせいた
だきたいというふうに思います。
　５７ページの特別会計繰入金で、先ほ
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どもご説明をいただきましたが、財産区
財産特別会計繰入金というのが味舌上の
土地の購入のものだというふうにご説明
をいただいたわけですけれども、改めて
経緯、その流れについてお聞かせいただ
きたいと思います。
　同じく繰入金の中で、５８ページの基
金繰入金についてお聞きします。基金は
これまでも質問して、いろいろご説明も
いただいてきました。財政逼迫している
状況のもとで、この基金を温存しながら、
調整弁として財政危機を乗り切っていき
たいというご答弁もいろいろいただいて
きたわけですが、今回、補正予算書の２
７ページ、２８ページで基金の方が基金
積立ということで、基金の積み立てが１
億６，４００万円ほどあります。内訳と
しては今回の補正では財政調整基金に１
億４，６００万円とありますが、１５年
度全体で現段階においては、減債基金が
９億１，８００万円の繰り戻しがあって、
合計で約１０億ほど基金に戻っていると
いうふうに理解をしているわけなんです
が、その点、補正で１０億円が戻るとい
う、考え方自体はわかるのですけれども、
やっぱり大きな額だと思うのですが、そ
の点何度も毎回、毎回お聞きして恐縮な
んですけれども、その差というものは一
体どうしてこれだけ大きなものが生まれ
てきてしまうのか。仕組み的なものだと
いうふうにご説明されるのかもわからな
いのですが、市民的には数百円単位での
手数料の値上げなどがあって、市民的な
感覚からいきますと、１０億円が出たり
入ったりするということは、総予算を組
む中でかなり乖離があるのではないかと
いうことで改めて、その点お聞かせいた
だきたいと思います。
　それと公共施設整備基金から、１４億
の借り入れとなっていますが、この基金

からの繰り入れについてどういうような
考え方なのか。財政調整基金からでした
か、減債基金から一般会計の方に繰り入
れをするというやり方と、今回のように
公共施設整備基金から繰り入れをすると。
その辺の組み合わせは手法の１つとして
とらえるものなのか、どうなのか。
　それから基金から繰り入れをした場合
には、返すときには利子をつけて返さな
いといけないのかと思うのですけれども、
１４億というものをどのように返してい
くのか。そういった技術的なことも含め
てお聞かせをいただきたいと思います。
　続いて、歳入の部分で最後になります
が、市債、地方債についてお聞きします。
消防債、重なると思います。改めてお聞
きしたいと思うのですが、消防債１，８
９０万円についての説明をもう一度お願
いします。
　それから教育債が２億７，８２０万円、
２億３，２５０万円増えています。この
中の教育用地買収事業債９，９００万円
について、教育用の施設としての売却、
買収ですが、どの地域でどういった中身
になっているのかについて、お聞かせい
ただきたいと思います。
　それから、借換債が今回４８億６，６
７０万円となっています。前年費と比べ
ましても借換債が４２億円も大きく増え
ているということになっております。償
還期限がこの平成１６年度には、それだ
けたくさん来ているということであるわ
けですけれども、当然償還期限が来ると
いうのは、地方債をまとめてどんと発行
した時期があったからこそこういうよう
な形になるかと思うのですが、そういっ
た償還額、公債費を少しでも繰り延べを
していくというような目的で、この借換
債が発行されていると思うのですけれど
も、借換債の発行についての条件である
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とか、どういった場合に借換債を発行す
るのか。もう償還期限が来たときに残り
の部分については、これは一括で払うよ
とか、いろいろな判断基準があるかと思
いますが、その判断基準について、それ
から今後さらに平成１８年、１９年に向
けて公債費のピークが来るというふうに
言われていますけれども、それに向けて
の借換債をどのように取り扱っていくの
か。借換債を起債することによって、さ
らに公債費が次年度、後年度へと繰り延
べられているわけですけれどもその後の
公債費のどういうところにならしていく
のか。平準化していくのか。その辺の計
画についてどうなっているのか教えてい
ただきたいと思います。
　臨時財政対策債の１２億、補正予算で
は３億増で臨時財政対策債の発行限度額
いっぱいいっぱいまで今回も起債をされ
ているわけですけれども、今回の１２億
についての予算、１２億組んだというこ
とについての根拠、地方交付税とも同じ
なのだと思うのですけれども、実際地方
交付税の額が決まるのも、地方臨時財政
対策債が決まってくるのも、もう少しあ
とになる。大体その時期、７月か８月ご
ろになるのでしょうか。その辺の時期も
教えていただきたいと思うのですが、今
回の予算、大きな額でありますから、ど
ういったスタンスで金額を組んでいるの
か。当然少なめに組んでいるのかと思う
わけですけれど、そういった根拠につい
てもお聞かせをいただきたいと思います。
　歳出の方は、予算概要の方で追ってい
きたいと思うのですが、まず予算概要の
１９ページのホームページ事業について
お聞かせいただきたいと思います。摂津
市のホームページ、私もよく利用するわ
けですが、どのぐらいの方が一体利用さ
れているのかということを知りたいので、

年間のアクセス件数について、更新のタ
イミングなどどうなっているのかについ
て、お聞かせをいただけたらと思います。
　ホームページをつくられる方は委託に
なっているのでしょうか。委託料になっ
ていますから、外部の方に委託をしてい
るのか、それとも庁舎内の中である程度
のレイアウトやら、中身について決めて、
あとは簡単に更新とかサーバーですとか、
そういったものについてだけ委託してい
るのか。その辺の委託の中身についてお
聞かせいただきたいですし、ホームペー
ジのやはり市民が知りたい情報をわかり
やすく、早くそのページまで早くたどり
つけないと、不便だと思いますが、アク
セスしやすいような工夫を日々検討され
ていただいていると思いますが、その点
については、どこでどのような形でやら
れているかについて、お聞かせいただけ
たらと思います。
　概要２２ページの行財政改革推進事業
ということで、非常に大きな課題なわけ
ですけれども、主要事業の中にも第２次
行革の総括をし、第３次行革の具体的な
計画を早く立てるというようなことも示
されているわけですが、第２次行革の総
括、本会議の中でもご答弁があったかと
思いますが、改めてその点についてお聞
かせをいただきたいと思います。
　同時に行革というのは、これまでもご
説明をいただいてきましたけれども、何
もコストを削減するとか、小さな市役所
をつくるということが目的ではなくて、
市民生活を守る自治体の役割を果すため、
行政サービスの向上のためにあるものだ
と理解していますし、目的については同
じ目的意識があるというふうに思ってい
るわけなんですけれども、今回そういっ
た行革を進める手段とか方法について、
意見が違う部分もありますけれども、今
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回国の方で三位一体改革が進められてき
て、今年度の予算にも地方財政にもかな
り大きな影響を与えてくるというもとで、
摂津市の行革を進めていく上での三位一
体の行革との矛盾点とか、障害になるよ
うな点は考えれば多々あるかと思うので
すけれども、その点ちょっと教えていた
だきたいと思います。
　概要の２２ページで、ＰＦＩの推進調
査事業についてです。これまでも市民プー
ル跡地利用についてのＰＦＩ手法などの
検討もあったり、報告もされてきたわけ
ですけれども、今回のＰＦＩ、前年度も
そうですけれども、３４万５，０００円
の予算が計上されていますが、このＰＦ
Ｉ推進事業というのは具体的なところを
指しての推進事業ということになるのか。
それとも全体的にいろんなＰＦＩの手法
について、検討するということで、ばくっ
とした形の事業として残っているものな
のか。新たな検討材料に向けての事業な
のか、その点をお聞かせいただきたいと
思うのと、その調査事業の中での報償金
については、どういったものなのか。金
額的に３０万円ということなんですが、
この報償金というのはどういうものなの
か、ちょっとお聞かせをいただきたいと
思います。
　２５ページの女性センター管理事業の
中で、活動専門員等賃金について、今回
１，５１４万５，０００円ということに
なっているわけですが、その活動専門員、
女性センターの中でいろいろ活動されて
いる方を指すかと思うのですけれども、
どういった身分の方であって、どういっ
た活動をされているのか。どのぐらいの
人数の方がおられるのか。
　２９ページの人権同和対策課の所管の
部分についてお聞かせいただきたいと思
いますが、人権啓発指導員雇用事業で２，

７６０万円前年比同額計上されています。
この中の人権啓発指導員というのはどう
いった中身であるのか。
　それから、もうちょっと後ろにありま
す人権啓発推進事業の中には、講師派遣
委託料５０万円というのが計上されてい
るわけです。この人権啓発指導員の備考
の欄でも講師業務というふうにあるわけ
ですけれども、この辺は全く別のお仕事
なのか。
　その後に続きます、財団法人大阪府人
権協会分担事業、大阪人権問題映像啓発
推進協議会負担事業、大阪人権行政推進
協議会負担事業、同じく財団法人の人権
教育啓発推進センター会費負担事業と、
４つほど他の団体への負担金支出がある
わけです。それぞれ小額といえば、小額
なわけですけれども、人権関係について
今回の行革の中でも重なるようなところ
ついては、できるだけ統合するというよ
うなことで取り組まれているというふう
に理解しているわけなんですが、これだ
けの４団体への負担金の支出についてど
ういうものなのか。市が負担金を負担す
る目的、役割、出さなければいけないよ
うな、どうしてこれだけの負担が出てく
るのか。
　３３ページの納税課の所管で、収納事
務事業の中の報償金について４，５００
万円の中身について説明していただきた
いと思います。
　あわせて収納事務システム開発が新し
い事業として出ています。コード振り替
えデータの伝達に係る経緯というふうに
ご説明があるわけですが、これは具体的
な中身について教えていただきたいと思
います。
　３６ページの選挙管理委員会事務局の
所管で、参議院選挙、市長選挙がことし
行われます。補正予算の中でも昨年度は
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府会議員選挙があって、総選挙があり、
この２月には知事選挙があって、選挙が
続いており関係されている方、本当にご
苦労されていることと思うわけなんです
けれども。この選挙事業の中で投票率が
ここのところ大変低くなっている。投票
率の問題は何も選挙管理委員会の責任と
いうわけではないわけなんですが、いろ
いろな宣伝カーなども選挙を知らせる広
報を流しながら、公用車も走って、いろ
いろな努力をされているように思うので
すが、その点の努力について新たな工夫
等がありましたら教えていただきたいと
思います。
　この２月の知事選挙から、今までの不
在者投票に加えて、期日前投票制度が始
まりました。今回の知事選挙で混乱はな
かったのか。課題はなかったのか。次の
今年度１６年度の２つの選挙にいかにこ
れが効果的に活用できるのかについてお
聞かせをいただきたいと思います。
　１０１ページの消防本部車両、資機材
整備事業の中で先ほどもご説明いただい
たわけですが、今回消防本部の高規格救
急車１台が更新されるということです。
　１５年度でも味生出張所のポンプ車、
事故にあって更新、入れ替えが必要になっ
てきて、多額の経費が必要になってきた
わけですが。消防本部、それから消防団
の中でたくさんの消防車であったり、ポ
ンプであったり、いろいろな器材を保有
されて、それを整備されながら使ってお
られるかと思うのですが、ＮＯｘ法の規
制などで、車の入れ替えの時期などもあ
るかと思います。こういう点について、
今後のＮＯｘ法にかかわる更新の予定で
あったり、それから車両の老朽化、器材
の老朽化における更新の計画についてお
聞かせをいただけたら。どのような考え
方を持ってやられているのかお聞かせい

ただけたらと思います。
　１０３ページで、土地購入費２，０２
３万円についても先ほどの歳入の方とあ
わせて一緒にお聞きしたいと思います。
お願いします。
　同じく１０３ページの危険物規制事業
につきまして、この説明の中では啓発活
動、危険物規制の啓発活動、それから危
険物の施設等の査察強化というふうにあ
ります。昨年度の予算概要でも同じ中身
で書かれてあるわけなんですが、先般の
本会議の中でも今回、鳥飼上の地域にＲ
ＰＦの工場が進出されるという計画が持
ち上がっていて、そのＲＰＦ自体、安全
性はＲＤＦと比べて安全であるとか、い
ろいろなことが説明をされているわけで
すが、ＲＰＦにかかわらず、ＲＤＦの工
場も市内にあるというふうに聞いており
ますし、かつての鶴野の倉庫での火災に
おいて、中にボンベがあって、あれもロ
ケット弾のように近くのマンションに突
き刺さるという大変危険な火災が発生し
ましたけれども、そういった危険物の査
察についてどのような方法で、どのよう
な形でやられているのか。計画について
教えていただけたらと思いますし、予防
活動についてどのような形になるのか教
えていただきたいと思います。
　今度は予算書の方で２２１ページで、
公有財産の購入費９，９００万円、先ほ
ども触れたのですが、施設管理公社から
の買収ということで９，９００万円とい
うことなんですけれども、施設管理公社
の健全化計画に基づいたものなのかと思
うわけですが、こういった土地について、
すぐさま買わなければいけないものなの
かどうかですね。公有財産、これは市が
利用しているわけですから、直ちによそ
へ転売されるということはないわけで、
今の財政逼迫している状況のもとで借換
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債などで、公債費を繰り延べしていくよ
うな取り組みをされている中で、こうい
う健全化計画と財政的な資質の問題と、
買うタイミングについて、その辺の考え
方について聞かせていただきたいという
ふうに思います。
　それから公債費で、今回１０１億４，
４５０万円、計上、そのうちの約半分近
く、４８億６，６７０万円が借換債とい
うご説明をいただいておりますが、先ほ
どの質問と重なりますけれども、その公
債費、１６年度末の市債残高は逆算しま
すと、借換債を発行していても逆算する
と正味の残高というのは出てくるわけな
んですが、その公債費の返済計画につい
て今後の借換債の絡みについて、重複し
て恐縮ですが、その点についてお聞かせ
いただきたいと思います。
○三好委員長　西村総務部参事。
○西村総務部参事　平成１６年度の予算
の中で土地の評価についてなんですけれ
ども、土地の評価については平成６年度
より地価公示価格の７割を目途に評定を
しております。平成９年度より地下の下
落を反映するため、価格の時点修正を行っ
ており、平成１６年度の時点修正は、平
成１４年７月１日から平成１５年７月１
日の１年間の評価額は８．９％の下落と
なっております。
　課税におきましては、評価額と課税標
準額との差があるため、負担調整措置が
とられており、当該年度評価額に住宅用
地である場合は、住宅特例率を乗じた額
に対して、実際に負担した前年度課税標
準額の割合を負担水準と申しますが、負
担調整措置は負担水準に応じまして、税
額を引き下げ、据置、引き上げをする措
置であります。
　その住宅用地の引き下げは住宅用地の
全体の７．９％、平成１５年は３．６％、

据置は９１．２％で平成１５年は９３．
９％、引き上げは０．９％で平成１５年
は２．５％、非住宅用地、更地とか倉庫
等なんですけれども、引き下げは非住宅
用地の全体の６６．４％で平成１５年は
３８．７％、据置は３３．５％で平成１
５年は６１．１％、引き上げは０．１％
で、平成１５年は０．２％であります。
平成１５年と比べ税額の引き下げ、据置
の比率が高くなり、前年度予算比で現年
課税分５．２％の減で、２億５，１００
万円の減と見込み、４６億９００万円で
あります。償却資産においては新規投資
の手控えから、経年落ちによる減と見込
み、前年度予算で減年課税分１．３％の
減、２，７００万円の減と見込み、２０
億３００万円となりました。
　それと、５，０００万円の補正の件で、
１５年度予算が２０億３，０００万円で
やっていまして、景気低迷による新規投
資手控えによるということを判断しまし
たのですが、１４年度５０社のうち１６
社が増となり、その１４年度補正に対し
て、約１億４，０００万円の増と補正を
させていただきましたが、そのうち５０
社のうち１６社が増となり、平成１５年
度の補正は５，０００万円とさせていた
だきました。
　償却資産の件なんですけれども、償却
資産に対しては構築物、煙突とか、基礎
をしていない建物、また機械及び装置、
これはプレスとか旋盤等の装置です。車
両、それはナンバープレートがついてい
なくて、工場内で走っている分の車両な
んですね。４として工具、測定装置とか
その他がございます。機械と工具で約８
５％を占めております。
　約１，０００件の免税点以上の義務者
がおられるのですけれども、約５０社で
約８５％を占めております。
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　手数料なんですけれども、影響額は２
７万円ということであります。
○三好委員長　奥田総務部参事。
○奥田総務部参事　１６年度の個人市民
税の関係で均等割につきまして、平成１
６年度の税制改正におきまして、これま
で個人市民税の基礎部分であります均等
割につきまして、これまでの人口段階別
の税率を廃止して、税率を３，０００円
に統一ということで、本市の場合、従来
は２，５００円でしたけれども、今回３，
０００円に統一されたということでござ
いまして、５００円の税収増ということ
でございます。
　納税義務者は３万２，０００人おられ
ますので、約１，６００万円の増収とな
るところでございます。
　次に、個人所得割の関係で、給与所得
者の数、そして収入、税額等についての
お問い合わせでございますが、平成１５
年度の給与所得者の納税義務者数につい
ては、２万９，７４１人、対前年度で６
５０人の減少でございます。
　また、総所得金額につきましては、９
７０億５，６００万円、対前年度４７億
４，０００万円の減少でございます。
　また、納税義務者１人当たりの税額に
つきましては、１５年度は８万４，９９
６円で、対前年度で４，９４８円の減収
となっております。
　次に、法人市民税の関係で、補正に比
べると１６年度の当初については増になっ
ておりますが、その根拠ということでご
ざいます。これにつきましては、１５年
度決算見込み額より６．４％、約１億１，
２００万円増の当初予算といたしました
主な理由につきましては、１５年度の決
算見込みの法人税割におきまして、１、
２号法人以外の法人が対前年度比１２．
５％、８，０００万円の増の見込みに転

じたこと、また１、２号法人についても
企業収益は改善傾向にあるとの見込みに
よるものでございます。
　次に、１５年度の補正でお願いしてお
ります特別損失の中身でございますけれ
ども、これにつきましては本市の大手の
法人が転身支援という組織改変、人員適
正化などの事業構造改革を推進されてお
られました。そして転身支援の内容とい
たしましては、１５０人を募集されたと
いうことでございます。その結果、３７
５名が応募されたということでございま
して、それに対する特別損失については
１０２億円を計上されたということでご
ざいます。
　次に、税務の証明手数料の件でござい
ますが、市民税課関係では、住民税決定
証明書、営業証明書等を約１万１，１５
０件を計上いたしておりまして、１００
万円の増を見込んでいるものでございま
す。
○三好委員長　川崎総務部次長。
○川崎総務部次長　配当割交付金及び株
式等譲渡所得割交付金につきましては、
平成１５年度税制改正におきまして、金
融証券税制の改正が行われ、配当所得及
び株式譲渡所得に関する個人住民税の課
税方式の抜本的見直しがなされたところ
でございまして、それにかかわりまして、
１６年度より市町村にも交付されるといっ
たもので、今回計上させていただいたと
ころでございます。
　続きまして、地方特例交付金につきま
しては、恒久的減税に伴います地方税の
一部を補てんする地方税の代替的性格を
有するものでございまして、１６年度当
初におきましては、この恒久的減税影響
額を６億８，０００万円と試算いたして
おります。それの４分の３、そこからた
ばこ消費税増収部分を約５，０００万円
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と見込んでおります。これを差し引きま
して４億６，０００万円を計上させてい
ただいたところでございます。
　続きまして、地方交付税につきまして
は、国の示しております地方財政計画に
おきましては、１６年度、地方交付税総
額約１６兆８，９００億円でございまし
て、対前年度におきましては１兆１，８
００億円、６．５％の減という総額の削
減が図られておるところでございます。
　本市におきましては、平成１５年度に
おきまして、当初予算では計上しておら
なかったわけでございますけれども、７
月の本算定の折に、一定１５年度は交付
成りということにおきまして、約２億８，
６００万円程度を補正をさせていただい
たところでございます。
　１６年度当初におきましては、先ほど
申しましたように総額で減額されておる
わけでございますけれども、冒頭補足説
明であったように、市税収入が対前年度
から比べまして約７億円の減収になって
おります。こういった状況の中で一定当
初予算を編成する中で、昨年と同様の金
額を計上させていただいたということで
ございます。
　それと、特別交付税が昨年より減って
いる理由は、これは年々削減をされてき
ております。１５年度におきましては、
災害部分でありますとか、そういったと
ころへ特別交付税が行っておる。都市部
の大阪府等については、特別交付税とし
ては非常に回ってくるのが少ないという
形で大阪府等からも１５％、また２０％
等の前年度からの削減は確保してほしい
というような状況もございまして、昨年
度に比べて若干低めの額を計上させてい
ただいたところでございます。
　続きまして、緊急雇用の補助金の件に
つきましては、１３年度から１６年度、

緊急雇用創出という形で、国の景気対策
のもと、この補助金を使って雇用の促進
を図ってきたわけでございます。本市に
おきましても、この１６年度は、最終年
度に当たるわけでございますが、具体的
な中身でございますが、まず１つは環境
美化推進強化事業、これにつきましては
１５年度補正予算でもお願いして、やっ
てきておったわけでございます。引き続
き１６年度でもって終わっていきたいと
いうふうに思っています。
　また、公園等の砂場消毒清掃事業、そ
れから教育委員会でございます。スクー
ルガード推進事業、市有建築物保全調査
事業、学校図書館ＩＴ化事業、障害者授
産作業所活性化事業、学校教育情報化ポー
タルサイト構築事業、これらの事業を１
６年度は行っていく予定をいたしており
ます。また、市民の雇用につながってお
るのかというお問いもございました。１
６年度につきましては、先ほど申しまし
た事業におきまして、雇用者数約７３人、
うち新規で６０人、うち市内雇用者４４
名を一応予定をいたしておるところでご
ざいます。
　続きまして、基金繰入金につきまして
は、当初編成から最終的には１０億程度
戻っておるということでは、どういうこ
となのかというようなお問いやったと思
うのですが、当初予算を編成する時点に
おきましては、やはりその年、年の人件
費とか、いろいろな部分で財源手当をし
た中で当初を出発、スタートするわけで
ございます。
　平成１５年度におきましては、先ほど
交付税の答弁をさせていただきましたけ
れども、１５年度当初は交付税を当初に
は計上しておらなかったわけでございま
して、こうした部分は入ってきました。
そういうことで、２億８，６００万円程
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度を基金に戻したと。まずこれが１点ご
ざいます。
　それと、１５年度補正４号でございま
すけれども、人件費等の削減でもって約
５億５，８００万円、これをまた減債基
金の方へ積ませていただきました。
　それと、補正５号におきまして、約１
億１，４００万円をこれも減債基金に積
立をいたしました。
　それと今回補正６号でもって、不用額
につきまして、約１億７００万円、これ
を財政調整基金に積立をいたしまして、
その結果、約１０億６，４００万円の基
金の戻しができたという形になったわけ
でございます。
　それと、今回、公共施設整備基金から
の繰入金という、借入的繰り入れという
ことの考え方でございます。特別の目的
を持った基金につきましては、財政調整
基金とか、減債基金と若干異なりまして、
目的外に対しては取り崩すことができな
いという地方自治法の縛りもございます。
こういった中で、今回借入的繰り入れと
いう手法を用いさせていただきまして、
この公共施設整備基金の１４億２，００
０万円を一般会計の財源として使ってい
くということを考えております。それに
つきましては、平成１４年の３月２８日
条例でもって１４年４月１日から施行と
いう形で、公共施設整備基金条例並びに
総合福祉会館再整備基金条例の一部改正
をさせていただきまして、その中でこう
いった今回のような年度間をまたがって
の借入的繰入という基金の活用方法をさ
せていただいたということでございます。
　それと１５億円を借り入れするわけで、
これにつきましては一定の利息を付して、
基金側に返すということを考えておりま
す。それにつきましては当初予算でも歳
出の方で一番最後の２２４ページでござ

いますが、公共施設再整備基金繰出金と
いう形で、公共施設整備基金借入金利子
償還金という形で９９万５，０００円を
計上させていただいております。これに
つきましては、約３年間の期限を切りま
して、市中銀行の３年定期もので、利率
といたしまして０．０７％の利息を３年
間付して毎年返していくと形で諸支出金
で基金の方へ返していくという形をとら
せていただいておるところでございます。
　それと、地方債の消防債と教育債の内
容でございます。消防債につきましては、
地方債のところでもページ数の１２ペー
ジでもあるわけでございます。１６年度
消防本部におきまして、高規格車の購入
を予定をいたしております。
　それが約２，８８２万８，０００円、
それから国庫補助金を引きまして、９０
％の充当ということで１，８９０万円と
いうことでございます。
　それと教育債の中の保健体育債、教育
用地買収事業債で９，９００万円につき
ましては、土地開発公社の健全化計画に
基づきまして、今回学校用地を買い取る
ものでございまして、これにつきまして
は１３年から１７年度の５年間でもって
土地開発公社の経営の健全化という形で
計画を出させていただきまして、これに
つきましてはこの５年間の計画書に基づ
きまして買い取りをする場合、公共用地
先行取得債の活用ができるわけでござい
まして、１００％の起債活用というメリッ
トもございまして、またその利子につき
ましては特別交付税でもって２分の１の
利子補給がございます。こういう中で、
この教育用地の土地購入をしてまいりた
いというふうに考えておるところでござ
います。
　それと、借換債につきましては、ご承
知のように地方債の借換債ということで
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ございまして、償還期限に元金のすべて
を返済しないで、未償還元金を改めて借
り換えることを借換債というわけでござ
いまして、起債を発行する場合は、許可
制でございまして、２０年なり２５年の
許可を国からいただきまして、それに基
づきまして起債を発行いたします。政府
資金等でございましたら、２０年、２５
年の償還期限でもって償還していけばい
いのですけれども、中には縁故資金と申
しまして、市中銀行等からの借り入れも
ございます。銀行等におきましては、や
はり２０年、２５年の長期借り入れにつ
きましては非常に渋られまして、大体１
０年までの期限でもって償還というのが
条件になってくるわけでございます。そ
ういうことでいきますと、今回の４８億
６，０００万程度の借り換えがあるわけ
でございますが、これにつきましては平
成５年度に縁故債として銀行から借り入
れをいたしました。それともう一つは減
収補てん債ということで、これは政府資
金でございますけれども借り入れをして
おります。これを合わしますと約６７億
円を平成５年と平成７年、８年という形
で借り入れをしたわけでございます。平
成５年度の借り入れをした時点で、これ
らの例えば庁舎改修事業等で銀行から借
りておるわけでございます。このときの
償還期限の許可は２５年、３年据置とい
うような形で許可条件をいただいておる
わけでございます。しかしながら、借る
時点におきまして償還期限が１０年、３
年据置といった条件で銀行から借りてお
るわけでございます。この借り入れる時
の条件といたしまして、この金額は１０
年後に借り換えありと。再度その金額を
借り換えしますよと。こういった条件で
借り入れをいたしましたので、今回、そ
ういった５年度に借りました起債、また

減税補てん債の起債がちょうどこの１６
年度にがんと来るということで、４８億
６，０００万程度の借り換えが大きなウ
エートを占めておるということでござい
ます。
　次に、臨時財政対策債の件につきまし
ては地方交付税制度と深く関連するわけ
でございますが、国におきまして地方交
付税の財源不足を補うために、今までで
あれば特別会計から一定借り入れをして、
地方への財源不足を補てんしておったわ
けでございますけれども、国の方におき
ましても非常に財源が不足してきておる
という中で、その不足部分の約半分を地
方に臨時財政対策債という形の起債の発
行でもって、国と地方との折半という形
で考えられましたのが、この臨時財政対
策債であるわけでございまして、これに
つきましては地方交付税の本算定の折に、
その年の臨時財政対策債の発行可能額が
一定算定されるわけでございまして、こ
の補正でもお願いしておるわけでござい
ますけれども、１５年度につきましては
臨時財政対策債については１７億１，４
４０万円ということで、一定発行可能額
までのぎりぎりいっぱいの発行をしてい
きたいというように考えております。
　しかしながら、１６年度におきまして
は当初で１２億円程度しか組んでおらな
いわけでございます。これにつきまして
は交付税のときにも申しましたように、
国の地方財政対策の中で臨時財政対策債
につきましては、約３割減であるような
形で試算をされております。そういう中
で１５年度、１７億の約３割減でという
形で１２億円を計上させていただいたと
ころでございます。
　それと、公債費の今後の返済の考え方
ということでございますが、公債費につ
きましては１７年度、１８年度に大きな
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ピークがまいるわけでございます。そう
いう中で、１５年度予算の中の補正予算
等の折にもご答弁申し上げたところでご
ざいます。先ほども言いましたように、
交付税なり、また一定不用額等について
は減債基金に積ませていただいた経過も
ございます。こういう中で１７年度、１
８年度に向かいます公債費のピークにつ
きましては、こういった減債基金を十分
活用する中で、今後の返済をしてまいり
たいというふうに考えておるところでご
ざいます。
○三好委員長　南野総務部参事。
○南野総務部参事　土地の賃貸物件につ
きましては、１５年から毎月月初めに募
集を行いまして、賃貸契約のできるよう
に窓口も常時開設しておりまして、その
当時６物件が契約に至っておりました。
そして今年度におきましては、最終２月
の段階になりますけれども、現在の状況
としましては、旧放置自転車置き場跡地、
それからモノレールの設置駅周辺の駅前
の駐車場をはじめ、全部で８物件の賃貸
契約を結んでおりまして、現在の賃貸収
入は年間で申し上げますと、約２，６７
０万円ということで契約をさせていただ
いております。
　今後の見通しにつきましては、賃貸物
件につきましては、一津屋の区画整理用
地の東一津屋２８、２９番地の分が残っ
ておりますけれども、この１物件と既に
貸しております放置自転車の置き場の半
分ということで、物件数にしますと１物
件ということでございます。今後ともそ
の１物件を含めて賃貸契約を進めるよう
に、また賃貸物件のできる物件がありま
したら、私どもの方で行政財産を普通財
産に切り替える中で、できるだけ収益を
上げたいというふうに考えております。
　次に、土地の売却の今後の予定ついて

は、現在の状況としましては、１４年度
に１物件で１億５，３００万円、それか
ら１５年度に３物件の売却がありまして、
４億１，９００万円、両方合わせまして
５億７，２００万円程度の売却益があり
ました。今後の売却等につきましての考
え方は、市民プール跡地、これも総務防
災課で管理しておりますけれども、現在
の状況としては、市の方の方針がまだ出
ておりませんので、今後そういう方針が
あり次第、有効活用も含めて考えてまい
りたいと考えます。ただ土地の売却につ
きましては、市の方針が出たからといい
ましても、すぐに売却することは難しい
ように考えます。その理由につきまして
は土地の売り払うための条件整備等々で、
１年程度かかりますので、今すぐに売却
できるということではございません。
　次に、味舌上第２分団消防ポンプ車倉
庫底地の購入につきましては、昨年来地
元の方から要望があり、口頭でも要望が
ありましたけれども、味舌上財産区の代
表者とお会いする中で、地域での必要性
について重々協議してまいったところで
ございます。その内容につきましては、
味舌地域におきまして、これまでに幾度
となく火災が発生した経緯もありますの
で、そういった被害があったことから、
中内の地域の方々から、地域の住宅を火
災から守るために、土地の無償提供があ
りました。それで地元におかれましては、
これまで長年無償で使用されてこられた
ところでございましたが、１５年に地主
の方から両親の死去に伴いまして、相続
が発生したということで、土地の返還の
申し入れがありました。そして地元にお
いては、そのポンプ車倉庫ついては、地
域の安全のためにどうしても必要である
ということから、やはり買い取りか、あ
るいは借りるというような提案がなされ
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ました。
　しかし、残念ながら地域におきまして
は、その土地の購入費用がないというこ
とでもありますので、今回味舌財産区で
土地の買い取りをお願いしたい旨の要請
がありました。
　これを受けまして市の方で検討する中
で、やはり財産区の管理運営、あるいは
不動産の処分につきましても一定の制約
はあるということでございますので、財
産区は今所有されております土地を新た
に購入することについては、新たに財産
区の財産を増やすことについては、特別
区の地域を広げるということになります
ので、好ましくないということでござい
ました。そこで何とか地域の安心、安全
のために府の市町村課と協議をいたしま
した。その結果、やはり市の名義で買い
取るということであれば、財産区の管理
運営、あるいは不動産の購入については
何ら問題がないという回答をいただきま
したので、やはり財産区の中でのそうい
う資金のやりくりをもちまして、市が買
い取るという方向で、現在予算計上させ
ていただいておる次第でございます。
　それから、その予算措置の方法といた
しましては、まず財産区財産の方から土
地購入代の予算を一般財源に繰り出しを
いたしまして、それで一般財源の方で、
それを繰り入れまして、市の予算として
行政財産として買うために予算措置をし
ております。そして最終的には行政財産
ということになりますので、消防費の方
で予算措置をさせていただきまして、消
防本部の方で買っていただくということ
になります。
○三好委員長　井田総務部参事。
○井田総務部参事　１点目の歳入におけ
る市税積算の根拠の中で、滞納繰越分に
つきましては、平成１５年度の当初収納

率見込み、１７．０％に対しまして、滞
納繰越額の増加及び大阪府下各地の徴収
率の動向を勘案いたしまして、マイナス
０．３％の１６．７％と設定いたしまし
た。
　滞納繰越額の当初調定額は、前年度比
１０．１％増の１１億９，７８３万８，
０００円になると見込んでおり、１６年
度歳入額は１５年度に比べて１，５００
万増の２億円を計上いたしました。
　次に、税務諸証明手数料の納税課分で
ございますが、これの影響額でございま
すが、影響額は１３万５，０００円の収
入増を見込んでおります。
　それから、収納処理システム開発事業
の中身でございますが、これはフロッピー
交換の方式を平成１７年度から本市のコ
ンピューターと各金融機関のコンピュー
ターを通信回線で接続して、講座振替情
報を送信する方式に変更するため、平成
１６年度はその準備作業として予算計上
をいたしました。その中身でございます
が、通信運搬費１万５，０００円は通常
の電話回線をデータ伝送実施のため、Ｉ
ＳＤＮ回線への変更費用でございます。
　もう一つは、庁用器具費３７万８，０
００円のうち、２１万円につきましては
口座振替情報を発信いたしますパソコン
本体の費用でございます。残り１６万８，
０００円は、口座振替の情報を送信する
ソフトの購入費でございます。
　次に、前納報奨金についての中身でご
ざいますが、これは前期前納報奨金の制
度につきましては、平成１４年度におい
て交付率を期末税額５万円まで１．０％
を０．５％に、期末税額の対象上限を１
００万円から５０万円にそれぞれ変更し
たところであります。これは額にしまし
ては昨年同額で計上いたしております。
○三好委員長　竹田女性政策課長。
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○竹田女性政策課長　女性センターに係
ります職員体制等は、現在女性センター
の方につきましては、館長が１名、活動
専門員が２名、活動推進員が３名、市の
職員が１名という体制でおるわけでござ
いますけれども、この活動専門員あるい
は活動推進員につきましては、非常勤一
般職、館長につきましては非常勤特別職
という形にさせていただいております。
　なお、平成１６年度からにつきまして
は館長１名、活動専門員が３名、活動推
進員が３名という体制に移行していきた
いと考えております。なお、市の職員に
つきましては引き上げを行っていきたい
ということでございます。
○三好委員長　中野人権同和対策課長。
○中野人権同和対策課長　人権啓発指導
嘱託員の職務といたしましては、人権同
和問題の啓発推進に係る相談や助言、指
導ということになっております。また、
人権相談、相談事があれば来ていただい
て相談を受けていただくと。そして人権
同和問題についての市職員の講師をして
いただいたり、あるいは市民団体や企業
から依頼があれば、講師として派遣をし
ていくという内容でございます。
　講師派遣委託料の５０万円につきまし
ては、人権週間の中で、人権を考える市
民の集いということで、そういったイベ
ントをやっております。それの講師派遣
委託料の講師料でございます。
　団体の負担金の関係でございますが、
大阪府人権協会につきましては、大阪府
及び府内の市町村における同和問題の解
決のための施策をはじめ、人権施策の推
進に協力し、差別のないコミュニティの
形成に寄与し、すべての人の人権が尊重
される豊かな社会の実現に資するという
目的を持って、設立をされた団体でござ
います。

　また、大阪人権問題映像啓発推進協議
会につきましては、映像による人権啓発
の推進を図り、もって人権尊重の社会を
実現するため、大阪府及び大阪府内の市
町村が共同で実施する人権啓発のための
映像媒体の作製及びそのテレビ放送に関
し、内容の充実、広域的効果、事務能率、
経済性等の向上に資するため設置された
団体でございます。
　大阪人権行政推進協議会につきまして
は、大阪府内の自治体が同和問題をはじ
め、あらゆる人権問題の早期解決を目指
し、人権行政を効果的に推進するため、
情報交換、相互協力を基本とした連絡協
調体制を確立することを目的として設置
された団体でございまして、これの事務
局は現在のところ大阪府の人権室が事務
局を持っているという団体でございます。
　財団法人人権教育啓発推進センターに
つきましては、これは法務省、文部科学
省、総務省が共同管理する財団法人であ
りまして、人権に関する総合的な教育啓
発、調査研究、情報収集、提供などを行っ
ている団体でございます。
　なお、これらの団体につきましては、
大阪府市長会で申し合わせ事項がありま
して、大阪府も含め府下全市町村で負担
していくということになっておるところ
でございます。
○三好委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５８分　休憩）
（午後　１時　１分　再開）

○三好委員長　再開します。
　　山野秘書課参事。
○山野秘書課参事　ホームページへのア
クセス数は、平成１５年度は、１月平均
約１万件のアクセス数となっております。
更新については、各課から来た内容を毎
月１回月初めに更新をしており、急ぐも
のにつきましては必要に応じて広報係で
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更新をしております。
　ただ、トップページのレイアウト関係
など、専門的な技術が必要なものにつき
ましては、予算の範囲内でホームページ
を作成した業者に委託をしております。
○三好委員長　大砂選挙管理委員会事務
局参事。
○大砂選挙管理委員会事務局参事　投票
率の問題ですけれども、選挙における臨
時啓発につきましては選挙の期日、投票
の時間、選挙人の資格、投票所の案内、
期日前投票、また不在者投票の方法等を
周知するととともに、投票の参加ときれ
いな選挙の実現を呼びかけることを目的
として実施いたしておりますが、それが
即投票に結びついておらないのが現状で
ございます。
　例えば前回の大阪府知事選挙の投票率
の結果は、２０歳から２４歳の方の投票
率が１９．２２％、２５歳から２９歳の
方が２１．１８％、３０歳から３５歳の
方が２７．４０％、３５歳から３９歳の
方が３１．４６％と若年者層の投票率が
非常に低くなっております。私どもにお
きましては、平成１５年度から若年者層
の有権者の方に二十歳になって初めて名
簿に登載したときに、選挙人名簿登録の
お知らせ葉書を発送いたしております。
　投票率の向上のためには、若年者層が
投票に関心を持っていただく。選挙に参
加していただくということが非常に重要
であると考えておりますので、今後とも
こういった若い有権者方々に対しての啓
発を検討してまいりたいと考えておりま
す。
　２点目で、期日前投票制度でございま
すけれども、選挙人が投票しやすい環境
を整えるため、不在者投票制度を改めて、
今回、新たに創設された制度でございま
す。今回、実施いたしまして、選挙人に

つきましては、非常に好評であったと思っ
ております。実施いたしました中には特
に課題等はなかったと思います。ただ、
期日前投票が先ほどの投票率の絡みにな
るのですけれども、従前の不在者投票と
同じ、投票当日行けない事由の方でない
と、期日前投票ができないということで、
これが即投票率につながるということに
はならないところは残念なところでござ
います。
○三好委員長　有山政策推進課長。
○有山政策推進課長　２次行革、３次行
革という行革を進める中で、行政サービ
スの向上、あるいは小さな政府を目指す
というのは本来の目的ではないというよ
うなことの確認だったと思いますが、こ
のことにつきましては行財政改革では効
果的、効率的な行政の運営の実現を目指
しているところであります。
　市民ニーズに基づく行政サービスの充
実を低コストで実現するということがそ
の目的となります。その前提条件は健全
財政を確保するということがありますの
で、財政状況に応じて提供できるサービ
スを取捨選択していく必要が今後生じて
くるというふうに考えております。
　また、行革はそれ自体が目的ではなく、
手段です。行革によって財源をつくり出
し、その財源でまちづくりでありますと
か、新しい福祉施策でありますとか、そ
ういうことを展開していくことが目的と
なります。本市の場合、大きな目的の１
つの中には準用再建団体回避ということ
があります。現在本市の行っています諸
施策を継続して行っていくためには、再
建団体回避ということは１つの大きな命
題であるというふうに考えております。
　まちづくりを進める財源は、住民の税
金で賄われております。この納税者から
の預かったというべき税金を１円たりと
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もむだなく使うということで、効率的な
財政運営ということが地方自治の原点、
基本だと考えております。財政状況が厳
しくなったからということで行革をやっ
ていくということではないのですが、財
政状況いかんにかかわらず、納税者の税
金を大切に効率よく使うということで、
行革は不断に必要だと考えております。
　それから、国の行う三位一体の改革で、
本市の行財政改革が障害になるのではな
いかということについてですが、国が行っ
ております三位一体の改革、国庫補助負
担金の改革、税源移譲、地方交付税の見
直しといった３点がございます。このこ
とについての所管は財政課になりますが、
行革担当としてこの点で注目しておりま
すのは、交付税で効率的な財政運営を前
提とした算定を今後行っていくという形
で三位一体の改革が行われております。
市町村分の段階補正、これは人口規模に
応じた効率性を見ていくというところに
なるのですが、この段階補正の見直しと
いうものは、現在行われております。平
成１７年度から効率的な運営を前提とな
る、さらなる見直しということが交付税
の改革の中でうたわれております。
　それから、もう一点、単位費用算定に
当たり、アウトソーシングによる効率化
ということが可能になってきた。そのア
ウトソーシングの経費を算定の基礎とし
ているということで、今後、計画的にこ
れら行政改革を実施していかない市につ
いては、交付税でかなり厳しいものがあ
るというふうに行革の担当の方としては
見ております。
　それから、国と地方の関係ということ
で三位一体ということを考えますと、税
源移譲がどういう形で摂津市に影響があ
るのか。国全体としては、もしニュート
ラルな税源移譲、あるいは補助金、交付

税の見直しであったとしても、摂津市の
受ける影響というものが現在わかりませ
んので、そのところでかなり三位一体に
ついては今後とも行革の担当者としては
見ているところです。
　ただ、国の方が時期を合わせて補完性
の原理ということをこのごろ言っており
ます。つまり、市町村でできることは市
町村で、府県でできることは府県で、国
がするべきことは国がするというような
考え方を補完性の原理ということで、基
礎自治体優先の原則というような言い換
えも最近しておるようでございますが、
こういうところで見ますと、私どもが職
員適正化計画でつくって紹介しましたよ
うな、志木市の行政パートナー制度のよ
うに、今後ＮＰＯ法人であるとか、ボラ
ンティア団体、市民活動団体、制度の趣
旨に賛同できる個人の方々をどうやって
施政の運営というところへ巻き込んでい
くかということが国の三位一体から来る
地方に分権化していくという同じことを、
やはり行政改革の中で考えていく必要が
あるのではないかというふうに考えてお
ります。
○三好委員長　吉田政策推進課参事。
○吉田政策推進課参事　まず、市民プー
ルの跡地で検証してきたが、新たに別の
用地を選定して具体的な検討を実施した
かという質問だったと思います。実際、
前回平成１５年の２月にご答弁申し上げ
ましたけれども、市民プールを活用して
の１４年度調査、そして１５年度におき
ましては、ふれあい広場を１つの選定要
素として活用した場合のＰＦＩを導入し
てやった場合どうなるかという検証をい
たしました。
　ただし、ふれあい広場を活用するに当
たりまして、現在市が保有しております
各用地、例えば南摂津駅前とか、具体な
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市民プールの跡地、それとか一部売却を
予定しています全農跡地のスポーツ広場
とか、いろんな現状の用地がございます。
それの各用地につきまして、選定用地の
評価を実際行っております。内容といた
しましては、交通の利便性、立地の環境、
そしてその土地における土地の条件、そ
して周辺の環境、そして利用するための
問題点、それともう一つ、やはり今現在
の財政状況でございますので、売却等が
可能な用地かどうかというような財政に
寄与できる土地かどうかということも踏
まえた検証評価ということで、優位性の
中でそして将来に有効に期待できる土地
かどうかということも踏まえまして、現
在ふれあい広場の最終選定の中で、優位
性を決めております。
　そして、実際ふれあい広場を選定して、
具体に検証しましたけれども、バリュー
フォーマネー、つまり従来型の整備手法
における総コスト、そしてＰＦＩにおけ
るライフサイクルコストを比較検証しま
す。そしてどちらが得か損か。マイナス
かプラスかということの検証をした上で、
実際ＰＦＩ手法を導入すべきかどうかと
いうような検証もいたしてまいりました。
　その次に、実際の土地にかかわります
ふれあい広場を使った場合に、どのよう
な問題点があるかということでございま
すけれども、やはり現在、前も問題提起
にありましたけれども、ふれあい広場そ
のものは今シビックゾーン周辺整備等の
関係もございまして、いろんな調査を実
施いたしております。これは所管は違い
ますけれども、そことの整合を図ってい
く。それとやはりふれあい広場そのもの
は６，０００平方メートルほどございま
すので、それをうまく使えるかどうか。
そしてそういうまちづくりとの調査との
関係を十分認識した上で、最終的にＰＦ

Ｉ導入が可能かどうかということも今後
検証の要点になってこようかというふう
に考えております。
　次に、２点目といたしましては、ＰＦ
Ｉ手法を進めるに当たって、新たな視点
で検証をしているのか。その取り組みは
という質問だったと思いますけれども、
実際ふれあい広場を活用した場合に、市
場性の調査を実施いたしております。こ
の市場性と申しますのは、土地に対する
魅力度、魅力があるかどうかの反応もア
ンケートを実施しまして、今現在やって
いるのですけれども、その反応を見た上
で、やはりＰＦＩは１つの民間の資金を
活用して、公共施設を整備するのだとい
うことの基本的目標がございますので、
民間側のモチベーションが上がるかどう
か。そういう土地の質を持っているかど
うかということも重要でございます。
　公募型プロポーザル方式でやった場合
に、手を挙げていただけるようなところ
がなければ、ＰＦＩそのものは成立いた
しませんので、そういうあたりの土地上
の条件、民間の反応等も確認していく。
そのときに我々、市側でなしに、アドバ
イザーの協力を得て、今現在そういう形
で取り組んでいるということでございま
す。
　それともう一つ、１４年度におきまし
ては、ＰＦＩ手法そのものに対しての行
政手続、つまり公募するまでの契約書の
案とか、要求水準書とか、基本構想、基
本計画、そういうものを全部つくってま
いりました。摂津市の摂津市ＰＦＩとし
てのマニュアルも作成してまいりました。
それをベースにＰＦＩに対します１５年
におきましては、手法としての課題、そ
れの抽出、そしてそれの対応策案として
今現在まとめに入っているという時期で
あります。
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　具体的には制度上の比較というものが
ございます。ＰＦＩそのものに単独でハー
ドの整備に関して補助金はございません。
ただ、それにかかわります、その他のい
ろんな制度がございます、国の。縦割り
の制度ではなしに、我々検証しましたの
は、国の縦の補助ではなしに、横の横断
的な補助を検証しました。その中でやは
り制度的なものを抽出し、それと事業と
を相まった形で成立するかどうかという
比較検討もやってまいりまして、例えば
比較の内容につきましても、財源の支出、
公租公課、補助制度、そしてそれに対す
る事業の成立性、そして制度の活用、そ
して地元に還元はどうだというような項
目に対して整理もしてまいりまして、そ
れを一定事業として今後活かしていきた
いというふうに考えております。
　最後に３点目といたしまして、報償費
の内訳は、実際３０万ほどの報償費がご
ざいますけれども、１回来ていただくご
とに２万円、それを年、１５回というふ
うに試算いたしております。それで報償
費として３０万の予算を計上させていた
だいておるということでございます。
○三好委員長　浜崎消防本部次長。
○浜崎消防本部次長　消防施設整備費補
助金の補助率は、消防施設強化促進法第
４条におきまして３分の１以内と定めら
れております。それゆえ通常は３分の１
ではございますが、特例といたしまして、
８つほど補助率が上がる場合がございま
す。それにつきまして、主なものだけピッ
クアップさせてもらいまして、お答えい
たします。過疎分につきまして、人口過
疎分のことですが、これに適用する地域
におきましては１０分の５．５。離島分
につきましては、離島振興法適用地域に
つきましても同じく１０分の５．５。沖
縄分につきましては３分の２。地域防災

対策特別措置法につきましては２分の１
以内となっております。これらすべて時
限立法になっておりますので、よろしく
お願いいたします。
　続きましてですけれども、味舌上第２
分団消防ポンプ車倉庫底地購入について
の予算内容についてのお尋ねもあったと
思いますので、ご答弁させていただきま
す。
　これにつきましては、まず手数料の５
０万円につきましては、不動産鑑定手数
料ということで計上させていただいてお
ります。また鑑定の測量委託料につきま
しては土地鑑定測量委託料ということで
も５０万円。また土地購入費につきまし
ては、底地に関しまして１１９平米あり
ます。それの１平米当たり１７万円と換
算いたしまして、１７万円掛ける１１９、
すなわち２，０２３万円を計上させてい
ただきました。
○三好委員長　池沢予防課参事。
○池沢予防課参事　消防の査察計画につ
きましては、年次計画に基づきまして行っ
ております。また国内外におきまして、
社会的に影響の大きい火災が発生した場
合や死者及び負傷者など多数発生したな
ど、特異事案につきましても摂津市に該
当する施設がある場合におきましては、
適時査察を行っております。さらに必要
とあるならば、関係機関合同で査察を行
う場合もございます。また、関係機関や
市民などから危険物の取り扱い違反や、
不法投棄など連絡を受けた場合も査察を
行っております。現在までの査察状況に
つきましては、危険物施設４５施設、建
物防火対象物数６５件、計１１０件の査
察状況でございます。
○三好委員長　北居警防第１課長。
○北居警防第１課長　消防車両の更新に
ついては、消防では平成２３年までの車
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両更新計画を策定いたしております。そ
れに基づき車両更新をいたしますが、委
員からご指摘がありましたように、ＮＯ
ｘ法規制による更新とその他の更新、普
通更新と呼んでおりますが、それがござ
います。ＮＯｘ法規制による車両につい
ては運用可能なまでの当該年度、その他
の車両については車両の老朽化、使用年
数、走行距離等を考慮しまして計画を策
定しております。
　またその他の機械器具についても計画
に基づいて更新しております。
○三好委員長　奥村総務部長。
○奥村総務部長　財政にかかわります質
問で何点か補足させていただきます。
　まず、基金の取り崩し額の当初予算と
決算を見込んだ場合の差異でございます
が、先ほど次長の説明でありましたよう
に、平成１５年度ではまず普通交付税が
交付成りになりました。それと多額な人
件費の不用額に伴って当初２４億円強の
取り崩し予定が最終的には１０億円強の
積立で、現在では１４億円の取り崩し予
定となっております。
　平成１６年度におきましては、昨年の
決算委員会でその差異の大きさについて
ご指摘がありました。従前のように当初
予算の人件費を２月１日現在の職員数で
予算を計上するのではなく、３月末退職
者、それから４月採用予定者も織り込ん
で計上しております。
　また、普通交付税を既に当初予算で計
上しておりますので、平成１５年と違っ
て、普通交付税は既に当初織り込み済み
でございます。
　それから、議案第１９号の摂津市職員
の退職手当の特例に関する条例制定で定
年前早期退職者が何名おられるのか。あ
るいはその補正額は幾らになるか、不明
ではございますが、予算増も予測されま

す。よって、平成１６年度におきまして
は平成１５年と同様に基金の戻りは期待
できないというふうに考えております。
　それから、公共施設整備基金の借入金
についてでございますが、先ほども次長
の方から説明がありましたように、繰入
金と借入金の相違については説明をさせ
ていただきました。
　恐れ入りますが、予算概要の２０４ペー
ジを開けていただきたいと思います。２
０４ページのところにそれぞれ性質別に
それぞれ款ごとの集計がございます。平
成１６年度の建設事業費でございますが、
９億３，８４２万円、平成１５年の当初
は１２億４，５５２万２，０００円の３
億７１０万２０００円減、率にいたしま
して２４．７％の減となっております。
これら建設事業費は管理工事、あるいは
維持補修的な工事がほとんどでございま
す。本来、公共施設整備基金の目的は、
公共施設の整備のために一応基金を取り
崩すということになっておりますので、
これら管理工事、維持補修的な分につい
ては目的に合致しないということで、緊
急避難的に一時借り入れをしたところで
ございます。
　次に、借り換えをどうするかの判断基
準、これは答弁抜かっておったと思うの
ですが、今回借換債に係るものについて
は、予定の行動でございます。借り換え
するため、最終償還時に６１％の元金を
残して、１０年間延長する予定で当初借
りておりました。銀行機関に係るものに
ついては、当初借入率、今回の分ですが、
４．２％でございました。昨今の低金利
で借換債の利率は２％前後で予想されま
す。このように低利に借り換えできる場
合は、何ら抵抗感もございませんが、よ
り高利になれば考えさせられることも事
実でございます。
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　しかしこれもそのときどきの財政状況
によって大きく判断が異なってまいりま
す。今回４８億６，６７０万円の借り換
えでございますが、借り換えしなくて、
収支が均衡すれば、後年度の償還も考え、
借り換えしないことも選択の１つではあ
ります。もし借り換えしなければ４８億
６，６７０万円の市債を１０年で償還す
ることになりますので、１年の元金だけ
でも４億８，６６７万円の償還がなくな
るということになります。
　しかしながら、ご承知のように収支を
均衡させるため、基金の温存が第一優先
でございますので、借り換えをせざるを
得ないという状況にあります。
　それから、既に長期の収支見込につい
ては第３次行革実施計画、３ページのと
ころに平成１４年度７月現在で平成２３
年までの財源不足推計を掲載しておりま
す。最近では平成１５年１２月作成の摂
津市職員数適正化計画で平成１５年８月
現在で公債費のピークである平成１８年
度までの第１期の財源不足推計をあらわ
しております。これら推計の中には今回
４８億円強の借換債も織り込み済みでご
ざいます。
○三好委員長　安藤委員。
○安藤委員　最初１回目の質問で、ちょっ
と質問が抜けておりましたので、最初に
そちらからさせていただきたいと思うの
ですが、行革の中でも職員数の削減とい
うものは１つの柱とされていて、今もお
話がありましたように、摂津市の職員数
適正化計画というものが発表されていま
す。それに関連してお伺いをしたいと思
うのですが、７００名という目標、下方
修正というのでしょうか、それを目標に
ということだと思うのですが、現段階で
確認の意味で１５年度末の職員数、これ
は全体の７００人というのは一般会計で

言われる職員数なのか、全特別会計も含
めて全職員を含めたものなのか、それも
含めて教えていただきのですが、７００
名目標の基礎となる数字で教えていただ
きたいのですけれども、１５年度末の職
員数。それから計画の中では１６年度末
で退職予定が２７名とありますけれども、
今年度、その退職予定のほかに今回も早
期退職の条例なども提案されていますけ
れども、これからやってみないとわから
ないことだと思うのですけれども、そう
いった職員の削減の具体的な見込みであ
るとか、本会議等でも答弁されていまし
たけれども、保育所の民営化などなどで
削減があるというようなお話だったので
すけれども、そういった数字は改めて確
認の意味で教えていただきたいというふ
うに思います。
　その７００人以下の目標の年次につい
て、いつまでにやるというようなものが
あるのかどうか。ちょっとその点も確認
で教えていただきたいと思います。
　職員数適正化の基本的な考え方の中で
摂津市の職員数を大阪府下の平均と比べ
て多いと。とりわけ技能労務職員の数が
府下平均と比べても減少の割合もまだま
だ足りないし、人数的にも１，０００人
当たりの職員数も多いというようなこと
が課題とされているわけですが、この技
能労務職員というのは具体的にどういう
お仕事をされている職員のことを言うの
か、教えていただきたいと思います。
　あわせてこの府下平均と摂津市の１，
０００人当たりの職員数の比較、単純に
これだけで適正化を進めていくというこ
とではないと思いますが、それぞれの自
治体ごとの歴史的な経過であるとか、そ
のときどきの市長の優先的政策、課題で
あるとか、市民が望んでいるニーズに合
わせた行政サービスを推進していく上で
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は、単純に１，０００人当たりの職員数
で比較でははかられない部分が多々ある
ことと思います。その辺の見解について
お聞かせいただけたらと思っています。
　市税関係の方で、給与所得者が減って
いると。給与所得者の所得、１人当たり
の納税額も減っている。この間ずっとこ
ういった傾向が続いていますし、法人市
民税についても長引く不況の影響でどん
どん落ち込んでいって、市税収入が毎年
のように落ちているというような時期、
平成１６年度においても、そういった傾
向が続くということはよくわかったわけ
ですけれども。リストラ、首切りという
のをどんどん奨励している国の政策が給
与所得者を減らしていると。それが市民
税の減収につながる。なおかつ、大企業
がリストラ、首切りをしたり、一部の輸
出企業を中心に一定の形態数とかちょっ
と上向き加減だというふうに報告されて
いるわけですが、業務利益を上げている
けれども、先ほどもご説明があったよう
に特別損失、先ほどでも転身支援という
ことですか。従業員を首にする。リスト
ラをすることによって、特別損失によっ
て本来納めるべき法人税が納めなくても
いいというような、そういう政策によっ
て、ますます国内の経済自体、落ち込ん
できているのじゃないか。悪循環を生ん
でいるというように、いろいろな場所で
指摘もされていますし、これは国民にとっ
ても地方自治体にとっても、非常にマイ
ナスな政策だということが摂津市の市税
の状況からみても、よくわかります。
　それで、法人市民税についてなんです
けれども、もう一点お聞きしたいのです
が、今回、補正で２億５，０００万円ほ
ど特別損失によって、減額補正をされて
いますが、減額後と比べますと若干３号
以下の中小企業がちょっと上向いている。

１、２号についても改善の見通しがある
というようなご説明をいただいていたわ
けですが、今後、国の政策等で既にこれ
までも医療、年金の給付額などもカット
されてきて、国民の負担が増えてきてい
ます。既に決まっているものも含めると、
総額で４兆円の負担が国民にどんどんの
しかかってくるような状況になります。
中小企業にとってもこの４月から消費税
の免税点が引き下げられますから、消費
税の負担が出てくる。消費税の負担が出
てくる業者が増えれば、当然その消費マ
インドも落ちてきますから、景気の動向
も落ちてくるのではないか。さらに小泉
構造改革のもとで、住民税の均等割が今
回５００円アップですけれども、生計同
一の配偶者にとっても、一定の収入があ
る人は均等割は課税されるようになると
か。それから、老年者控除であったり、
配偶者特別控除の上乗せ部分、所得税は
今年度から、住民税は来年度から影響は
あるわけですけれども、どんどん国民の
所得がどんどん吸い取られていくような
政策が続いていくという状況が今のまま
ではあるというふうに大変危惧している
わけですが、そうした状況を見る限り、
なかなか一定の企業の財務体制がよくなっ
たとしても上向きは、実体経済から見て
難しい状況にあるのではないかと思うの
ですが、その点、どう今回の若干上向い
てきたということで、少し１億ほどの法
人市民税上向きの予算を組んでおられる
わけですけれども、その点、どのように
お考えになるかお聞かせいただきたいと
思います。
　手数料で、税務関係だけ約１１０万円
ほど手数料が上がってくるということで、
あとの条例のところでやってもいいので
すけれども、納税証明であったり、いろ
いろな税の証明書を取りにこられたりと
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かいう方の中には、国保の減免であった
りとか、福祉施策等を受けるための申請
のために窓口に訪れられる方もいらっしゃ
るのではないかと思うのですが、そういっ
た方々への２００円から３００円という、
１００円であるわけですけれども、そう
いった負担が増えていくということにつ
いて、これはどうなのかというふうに思
うわけですけれども、ご見解をお聞かせ
いただけたらと思います。
　緊急地域特別交付金の事業についてで
すけれども、新しい事業と継続の事業と
もご説明をいただき、また市内の市民の
方が４４名、今年度も雇用につながって
いるというようなご答弁をいただいてい
ます。今年度が最終年度です。一回期限
が来て、地方からの要望もあって、延長
されてきたわけですけれども、この今回
最終年度でありますけれども、摂津市に
降りてくるお金がどのぐらい有効に使わ
れるかというのはすごく大事なことだと
思うのですけれども、この事業が今年度
で終わって、その後は途切れてしまうこ
とに非常に心配をしているわけで、今回
の緊急地域雇用創出特別基金でやられる
事業が、それぞれ市民に役立って、なお
かつそのノウハウや蓄積されたものが次
につながるようなものでないというふう
に思うんですけれども、そういう観点か
ら見て、今回の新たな事業の中身につい
てはそういった観点のものであるという
ふうに判断してよろしいものかどうか、
についてお聞かせいただきたいと思いま
す。
　あわせて、この緊急地域雇用創出特別
基金の事業について、改めてやっぱりま
だ市民の雇用を確保していく上では、ま
だまだ継続が必要だというふうに思うわ
けなんですけれども、その継続を国に対
して求めていくということが大事だと思

うのですが、その点の考え方について、
お聞かせいただけないかと思います。
　続いて、地方交付金、それから臨時財
政対策債、三位一体改革、行革も含めて
ご質問したいと思うのですけれども、今
回、三位一体改革が予算に本格的に影響
してくる年度となってきたわけですが、
国庫補助負担金の削減や税源移譲を含む
国と地方の税源配分の見直し、地方交付
税の改革という、この３つを一体で進め
ていくというような話なんですが、実際
に始まりますと小泉首相が１兆円の補助
金の削減というのは非常に先行いたしま
して、補助金、負担金のカットの数合わ
せになっているのと違うかなという批判
も中にはあるわけです。こうした中で摂
津市として、先ほどもまだ不明だという
お話も触れられていましたが、摂津市の
行政にとって、三位一体の改革で、一般
財源化される、補助金が減らされる分は
一体どのぐらいになるのか。それからそ
れに対して税源移譲として出される今回
所得譲与税が１億４，２００万円出てい
るわけですけれども、補助金が一般財源
化された分が丸々１００％税源移譲され
るというようなものではありませんから、
当然補てんし切れない、不足している部
分があると思うわけです。今回の補助金
のカットというのは国がやるべき仕事で
あって、国が責任を持って、全国で統一
的な行政水準が図られるためにというこ
とで、国が負担すべき負担金までカット
されて、例えば公立保育所の運営の補助
金などもカットの対象になっているよう
なんですけれども、そういったものまで
補助金をカットされているという状況に
あるわけで、当然その譲与税で補てんし
切れない部分については、マイナス部分
があると思うのですが、その点のマイナ
ス値というのは大体どんなふうになって
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いるのか。
　そのマイナスに働いている部分につい
てはどのように補てんをするのかという
のをちょっとお聞かせいただけないかと
いうように思います。
　それから、臨時財政対策債が今回１２
億で三位一体の改革等含めて、交付税総
額の抑制、あわせて臨時財政対策債も１
兆数千億円のカットで、合わせますと約
３兆円ぐらい国の財源が減らされている
状況にあるわけで、地方交付税も臨時財
政対策債についても、財政の調整機能、
財源の補償機能という大切な役割を果た
しているものなのに、それが削られてき
ているわけです。一方で、交付税の総額
の抑制とか、臨時財政対策債の発行額が
基準財政収入額に加算されることによっ
て、将来臨時財政対策債などの償還額が
交付税措置されるということで、臨時財
政対策債を限度額いっぱいまで大体どこ
の自治体でも借りているのではないかと
思うのですが、この収入に当てはめられ
ることによって、ボーダーラインにある
自治体というのは不交付になる恐れがあ
るところもたくさんあるのではないか。
　不交付になった場合には、将来償還の
財源として見込んでいた交付税が下りて
こなくなるような心配もあるのではない
かというように思うのですけれども、そ
の点はどのようにお考えになっておられ
るのかどうか。あわせてそういう不交付
か、交付かというボーダーの段階におい
て、それでもなおかつ臨時財政対策債に
頼らざるを得ないというのが自治体財政
の実態であるということも私も承知して
いるわけなんですけれども、そうした場
合に、もし不交付になった場合の臨時財
政対策債の償還を、地方交付金でなくて、
自力で返さなくてはいけなくなるとなり
ますと、摂津市の今の財政状況において

大変な状況になってしまう。今でも大変
だと説明いただいているわけですから、
そんな状況にあるかと思うのですが、そ
ういう状況のもとでの摂津市の財政運営
の問題点、これまで私たちは非常にお金
の使い方に無計画のところがあったので
はないか。
　かつて一気に下水道の方に、そのとき
の市長の優先課題、優先政策によってそ
ういうふうにやられてきた。市民の願い
でもあったというようなご説明がありま
したけれども、そういったお金をどんど
んつぎ込んで、借金もしてきた、それで
今非常に大きな公債費になってきてしまっ
ているわけですが、その今の状態、建設
事業費が下がってきていますけれども、
なおかつ今大型開発の南千里丘の問題な
ども出てきているわけなんですが、そう
いった財政面でも非常に方向を変えてい
く必要があるのではないかと思いますけ
れども、その辺の財政政策の点で、見解
を伺いたいと思います。
　続いて、歳出の方ですが、ホームペー
ジの問題です。レイアウトなども業者の
方に委託をされている。月１回の更新だ
ということをご説明いただきました。月
に１万件のアクセスもあるというふうに
お伺いしているわけです。
　やはりインターネット利用者も年々増
加してきておりますし、定年退職を迎え
られた方々がパソコン講習なども受けら
れて、そういったＩＴを利用した活動も
だんだん盛んになってくると思いますし、
今後こういう行政サービスについて、本
当に市役所まで足を運ぶことができない
ようなお年寄りや障害者の方々もおうち
で、今キーボードをたたいたり、マウス
を触るというややこしいいろいろな操作
があるので、進められないですけれども、
そういった人たちこそ利用できるような
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ものにしていくことが、今求められてい
るというふうに思っております。
　それは一朝一夕にはいくようなもので
はありませんが、市民が欲しい情報がホー
ムページのトップページですぐにわかる
ようなページの構成については、引き続
き工夫をしていただくように要望してい
きたいと思います。
　それから、ＰＦＩのことでごていねい
に答弁いただきました。市民プール、私
もＰＦＩの今のご説明の中で勘違いして
いたのかなというのがあるのですが、こ
のＰＦＩ推進事業というのは、市民プー
ルの跡地の活用、プールをどのようにやっ
ていくのかという手法の１つとして展開
されてきて、一定報告があって、そこで
私は終了したものだというふうに思って
いたのですけれども、それはまだ継続さ
れているというようなことの理解でよろ
しいのでしょうか。わかりました。
　人権同和対策課の件について、もうちょっ
とお聞きしたいと思うのですけれども。
それぞれの各団体のご説明いただいて、
１つは事務局が大阪府の中にある。１つ
は法務省や文部科学省など、各省にまた
がった施設である。あと２つについても
それぞれに役割があるというふうにご説
明をいただいたのですが、かなり似通っ
た中身ではないかと思うのですが、その
辺の大阪府市長会で申し合わせで、全市
町村負担しているというようなお話もさ
れたわけですけれども、一定整理してい
く必要があるのではないかというふうに
思うのですが、その辺のお考えはどうな
のか。
　それから、財団法人大阪府人権協会へ
の分担金、それから大阪府人権協会、大
阪人権問題映像啓発推進協議会、これは
事務局というのはどこになっているのか
お聞かせいただきたいと思います。

　あと収納事務システム開発の予算計上
というのは、フロッピー交換から、デー
タ通信で金融機関に送るのだと。ＩＳＤ
Ｎの回線にするのだということで、これ
はこの収納事務システム開発のまだ取り
かかりなのか、これが全額になっている
のか。この後にまだ開発の予算があとに
あるものなのかどうかという点について
再度お聞きしたいと思います。
　それから、選挙の方ですけれども、実
は、期日前投票所で投票に来られたとき
に、立会人の方なのか、非常に私語が気
になったというような報告をいただいて
いるわけなんですけれど、まじめに投票
に来られた方が後ろで週刊誌の話題を話
してはるのが聞こえてきたそうなんです
ね。それはちょっとまずいのじゃないか
と思うのですが、その点、指導や講習や
研修についてどうなっているのか。お聞
かせいただけたらと思います。
　消防関係についてはわかりました。非
常に大きな額になる特別仕様車であった
りして大きな額になりますし、もちろん
故障してしまったら、いざというときに
動けなければ大変ですので、改修である
とか、整備というものに当然気を配られ
ているかとは思うわけですが、先般の事
故などもあるように、より安全になおか
つ計画的に更新計画を進めていただくこ
とを要望しておきたいと思います。
　危険物の査察の件についてですけれど
も、これは査察の対象になる４５施設、
６５件というのは、それは法令で決めら
れたところだけなのでしょうか。法令で
ない、例えば倉庫であるとか、そういう
ようなところについても点検をするとい
うことはあり得るのかどうかです。なお
かつ、最近は準工業地域にいろいろな業
者が進出されてきています。もちろん安
全基準にのっとって、大阪府や摂津市の
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指導にのっとって法令に従って、進出さ
れてこられたと思いますけれども、万が
一が起きたときには重大な事故につなが
るということにもなりますし、そういう
意味では危険物の取り扱いについて、よ
り一層の査察や予防に力を入れていただ
きたいと思うのですが、今回、予算計上
が前年度とほぼ同額なんですけれども、
昨年度と比べて今年度、特にこれについ
ては強化してやっていきたいという方針
がございましたら、再度教えていただき
たいと思います。
　土地の有効利用の件について、第３次
行革の中で財源不足の数字も発表されま
した。財政運営の中で財源確保の方法と
しては基金の活用と含めて、資産の活用
ということも上がっていて、２３億円と
いう数字も上がっているわけです。今現
在、売却するものが今のところないとい
うようなことであるわけですが、この基
金の資産の活用という財源確保方法と照
らした場合、この市有地の売却というの
はどういうふうに見たらいいのか。
　先ほどＰＦＩのときでもお伺いしたの
ですけれども、市民プールも含めて、子
どもたちの施設というのがどんどん統廃
合されていく方向にありますが、そこの
空いた土地について、いろいろ言われて
います。味舌小学校にしても、あそこは
教育施設として活用するとか、いろんな
話が飛び交っているわけなんですけれど
も。今現在、例えば市民プールの跡地の
場合でしたら、もうあれほど反対をして
いたような土地が、今もって当時のまま
残っているのですね。こういうことを見
るにつけて、一体なんだったのかと。我々
市民プールの問題については修理して使
えば、これは継続することはできる。一
気に改修しなくても、できるところから
順番にやっていけばいいじゃないかとい

うご提案もさせていただいていたけれど
も、危険であるとか、補修費が足りない
とか、補修するのに１億かかかるとか、
いろんなことで結局廃止になりました。
廃止になった後、まだあのままになって
います。この１億数千万というのは、こ
の廃止されてから１４年、１５年、今度
１６年になりますが、３年間でペイすれ
ば３，０００万円ずつで３，０００万、
４，０００万ずつで分割していけば、直
せたような話ではないかというようにも
思うわけなんですけれども、そういった
土地の活用と含めて、市民プールの跡地
を売れといっているわけではありません
が、こういう今の状況を含めて、どうい
うふうに考えていただいているのか。お
聞かせをいただけないかと思います。
○三好委員長　中岡市長公室参事。
○中岡市長公室参事　職員数の適正化に
ついては、第３次行財政改革の実施計画
におきましては７８０名以下を目指して
おりました。ただ、その部分につきまし
ては、大阪府の統計資料によりますとま
だ１００人多いでありますとか、大阪府
下の他市の削減状況、あるいは大量退職
に伴う起債の許認可等を考えたときに、
目標数値を適正化計画では７００人以下
として数字を修正したものでございます。
　適正化計画の部分の目標年次なんです
けれども、一応第一期推進期間というの
が１８年度までとなっております。こち
らの方で考えておりますのは、１８年度
までには一応７５０人以下を目指したい
と考えております。
　職員数でございますが、１５年の４月
１日では８１０名、これは市全体の人数
です。普通会計だけではございません。
１６年４月１日ではそれが１７名減の７
９３名になる予定をいたしております。
　技能労務職の職種につきましては、環
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境業務課、あるいは環境センター、ある
いは水道の修繕技師なり浄水技師、こう
いうふうな部分につきましては技能労務
職ということになっております。
　１，０００人当たりの比較の見解なん
ですけれど、大阪府下平均が平成１４年
で７．２人、摂津市が８．２人というこ
とになっております。ただ、これは以前
の委員会でも申し上げましたように、や
はり摂津市が発展する途上の中で保育職
員の増員でありますとか、いろんなとこ
ろで人の増員が必要だということで人を
入れてきた経過もございます。そうして
今現在の状況でいいますと、河北の方な
んかになりましたら、消防組合等をつくっ
て、広域的な消防を実施しているところ
もございます。そういうふうな面も含め
ますと、一概に高いとか低いとかは言え
ないのですけれども。統計上の数値とし
て出ておりますので、摂津市としてもそ
の目標を７００人に修正させていただい
たということです。
○三好委員長　奥田総務部参事。
○奥田総務部参事　１６年度の法人市民
税の上向きの予算をどう考えるかという
ご質問でございますが、１６年度の法人
市民税につきましては、平成１４年度か
ら１５年度にかけまして、当初見込みを
大きく割り込む減収となったわけでござ
います。この主な要因は企業活動がグロー
バル化する中で、企業会計制度を国際的
に通用するものにするための企業会計制
度の変更によりまして、これまで見えに
くかった不動産の含み損や、株式の評価
損、また退職金の積立不足等が表面化い
たしまして、これに対応できない企業に
つきましては、資本市場からの撤退を余
儀なくされるという厳しい時代になった
わけでございます。これらに対応するた
め、本市におきましても、これまで大口

法人が退職給付引当金や株式評価損、ま
たリストラなどによる巨額の特別損失を
計上されてまいりました。
　平成１６年度につきましては、景気の
回復が続くもののそのテンポは緩やかに
なるものと考えられまして、これらを総
合的に判断させていただきまして、１５
年度決算見込額より６．４％、１億２，
０００万円増の予算を計上させていただ
いたところでございます。
○三好委員長　井田総務部参事。
○井田総務部参事　収納処理システム開
発事業につきまして、まだほかにいるの
かということでございますが、今回の収
納処理システム開発事業は準備作業でご
ざいまして、これは準備が整いましたら
次年度から電話使用料のみが必要になっ
てくるということでございます。
○三好委員長　手数料の件について、奥
田総務部参事。
○奥田総務部参事　手数料の件でござい
ますが、各種の証明手数料等１件につき、
２００円から３００円に改正されるもの
でございますが、今回の改正につきまし
ては平成７年４月１日から既に８年を経
過しようとしているものでございます。
そういったところから今回、改正をお願
いしているところでございます。
　なお、福祉関係の証明につきましては、
担当課から一括で証明を取りにこられた
ときにつきましては、公用ということで
無料で対応させていただいているところ
でございます。
○三好委員長　川崎総務部次長。
○川崎総務部次長　緊急地域雇用創出特
別基金の件でございますが、今後も継続
してやっていくのかということでござい
ますが、そもそもこの緊急地域雇用創出
特別基金につきましては、国の方から現
下の非常に厳しい雇用失業状況のもと、
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臨時応急の措置として実施されて今日ま
で来ておるわけでございまして、それが
この１６年度をもって一定終了するとい
うことでございます。そういった中で、
今後そういった市民の方の雇用を継続し
ていくのかというようなお問いだったと
思うのですけれども、それにつきまして
は、今回一定議会でも議論になっており
ます摂津市職員数適正化計画、これの副
題にもございますように、アウトソーシ
ング及び市民雇用と職の提供ということ
も掲げられておるわけでございまして、
今後におきましてはこのアウトソーシン
グのもと、市民の雇用を図っていきたい
というように考えておるところでござい
ます。
　三位一体の摂津市に及ぼす影響でござ
います。国の三位一体改革の中で、国庫
補助負担金の改革につきましては、約１
兆３００億円の削減ということでござい
まして、そのうち税源委譲では、所得譲
与税といたしまして、４，２４９億円、
また税源移譲予定交付金で２，３０９億
円ということで一般財源化が総額で６，
５５８億円となっておるわけでございま
して、これを本市に当てはめますと、補
助金削減額は約１億７，８００万円と推
計をしておりまして、次に人口に応じて
配分される所得譲与税につきましては、
当初予算計上しております１億４，２０
０万円。一定この差が３，６００万円程
度が本市に対する影響額でございます。
　それと、臨時財政対策債、１６年度１
２億円発行予定をしておるわけでござい
ます。非常に大きな起債でございますが、
今後これについてどうなのかということ
でございます。臨時財政対策債につきま
しては、今後の元利償還金については、
地方交付税で１００％算入ということに
相成っておるわけでございます。しかし

ながら、摂津市の場合は交付団体になる
か、ならないかのボーダー線上に常にあ
るわけでございまして、仮に不交付にな
れば、やはりこの元利償還金については、
自力で償還していかざるを得ないという
ことでございます。
○三好委員長　中野人権同和対策課長。
○中野人権同和対策課長　人権団体はよ
く似た団体ではないか。そうした団体は
整理できないものかということですが、
これらの団体につきましては、一応市長
会の人権部会で検討されるべき問題であ
ると考えておりまして、これには一定の
手続が必要でございます。本市だけの考
え方では非常に困難な問題であると考え
ております。人権部会の現在の部会長は
大東市長でございます。
　それから、大阪府人権協会の事務局と
いうことでございますが、これにつきま
しては、財団法人でございますので、独
自に事務局を持っておられます。また、
映像啓発の協議会につきましては、市長
会事務局が事務局となっております。
○三好委員長　大砂選挙管理委員会事務
局参事。
○大砂選挙管理委員会事務局参事　期日
前投票所の立会人の件でございますけれ
ども、選任させていただいた方につきま
しては、研修を実施いたしております。
ただ、ただいま申し上げましたように、
今後とも選挙人が気持ちよく投票できる
ような環境をつくるために、十分指導し
てまいりたいと考えております。
○三好委員長　池沢予防課参事。
○池沢予防課参事　査察に関しますご質
問につきまして、ご答弁申し上げます。
　少し聞き取りにくかったので、私の理
解しております範囲内でご答弁を申し上
げたいと思います。１回目の答弁の中で、
危険物施設４５施設と申し上げましたが、
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これは４５施設の立ち入り検査を行いま
したという考え方でございます。
　それから２点目の査察の時期は決まっ
ておるのかというご質問だったと思うの
ですが、これは決まっておりませんので、
これは市内のあらゆる事業所に対しまし
て、火器の取り扱い状況や消防用設備の
維持管理の状況並びに避難管理の状況な
どについて定期的に査察を実施してまい
りますと同時に危険物施設におきまして
は、危険物の規制に関する技術上の基準
並びに維持管理についての査察を定期的
に実施してまいりたいと考えております。
　また、平成１６年度予算案に関しまし
ては、計上どおり執行を考えております。
○三好委員長　奥村部長。
○奥村総務部長　それでは財政全般に対
するご質問に対してお答え申し上げます。
過日、代表質問のときに、ご答弁申し上
げましたように、平成１４年度末の地方
債現在高一般会計で４２３億円で、公共
下水道特別会計で５２３億円、合計で９
４６億円と財政規模に比して多額となっ
ております。このことは経常収支比率を
押し上げていることの原因でございます。
　これは市の自己財源だけでは実施でき
ない事業について市債を発行し、事業展
開をし、先行整備に努めた結果でござい
ます。
　それぞれの財政運営につきましては、
いろんな諸原則がございます。まず、一
番肝心な原則といたしまして、収支均衡
の原則があります。もちろん歳入と歳出
が同額で、決算も予算も推移すれば一番
それに越したことはないのですが、つい
財政方で考えますのは事業を何もしなけ
れば収支は均衡に持っていけると考えて
おります。しかしその財政運営の諸原則
の中にも行政水準の確保、それから向上
の原則というのもございます。財政構造

の健全化の確保ももちろん大事ですが、
究極的には住民によりよい高いサービス
を提供するための財政でございます。
　財政の収支均衡が目的ではなしに、究
極的には市民サービス向上、これが一番
の目的でございます。
　このように、地方債の現在高、非常に
高いわけですが、数値をご紹介申し上げ
ますと、普通会計ベースでございます。
平成１４年度の標準財政規模、それから
平成１４年度末の市債現債高、普通会計
でございますが、府下平均の比率を考え
ますと、標準財政規模の１．６倍が大阪
府下各市の平均でございます。本市の場
合には、２．１ということになっており
ます。これをもってしましても現債高が
高いということになります。
　しかしながら、長期財政安定のために
過去積立をしてきておりました。歳入は
それぞれ経済の好・不況によって、年度
ごとに変動は出てまいります。歳出以上
の歳入があった場合には、基金への積立
を行う。また、歳入不足が生じた場合に
は基金からの繰り入れを行う。このよう
な財政調整をしてまいりました。過去、
市税収入の好調に支えられまして、財政
調整基金、減債基金、それから公共施設
整備基金、福祉会館再整備基金の主要な
４基金の現債高は平成７年度末で最高を
記録いたしました。１０２億７，０００
万円となっておりました。このときには
基金の積み立てについて、当時いろいろ
議論があったというように聞き及んでお
ります。詰まるところ、この基金のおか
げで、財政調整が可能となっておるとこ
ろでございます。
　この基金の状況、数値をご紹介申し上
げますと、標準財政規模の２６％が大阪
各市の平均でございます。本市の場合は
３７％と府下各市の平均を上回っており
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ます。
　以上、これからの財政運営につきまし
ては、この基金を非常に大切に使ってい
きたいというふうに考えております。
○三好委員長　安藤委員。
○安藤委員　三位一体の改革が進められ
るという中で、地方財政計画、そのもの
の削減であったりとか、先ほども地方交
付税の算定におけるさまざまな補正計数
であるとか、それから単位費用について
も先ほどもありましたけれども、民間委
託、アウトソーシングした非常に低コス
トの数字を基礎にするなど、交付税の総
額の抑制のために、その地方財政計画の
そのものもどんどん削減していくと。財
源の補償や財源の調整というのは、国が
全国民に責任を持ってやらなければいけ
ない仕事を財政力によって差がないよう
にということで、交付税の制度というの
はつくられてきたと思うわけですけれど
も、それらはどんどん切り詰められてき
て、それぞれの自治体ごとの権限という
ものは名ばかりで、実質的には交付税制
度によって、お金でがんじがらみに縛ら
れてしまっているというのが実態なんじゃ
ないかと思うわけですけれども、そういっ
た中でも自治体として独自性と住民の福
祉の増進を図るという観点にたった財政
運営というのは本当に大事ではないかと
思います。
　三位一体改革の中、そして今回の摂津
市の行革の中にアウトソーシングである
とか、職員数の適正化ということで、７
００名を目標に削減をしていくというこ
ともあります。職員数の数を減らしては
いかんというふうには私は思っておりま
せん。市民の行政サービスを守るという
立場において、より効率的な運営をして
いくというのは行政に課せられた責任だ
というふうに思っています。ただ、行政

としてきちんと責任を持ってやらなけれ
ばいけないところというのは、きちんと
見ていく必要があるでしょうし、その地
域、地域での行政に求める願いであると
かいうのもきちんと受けとめていかない
といけないと思うのです。技能系の職員
の数が非常に府下平均の中では多いとい
うことでありますけれども、例えば公立
保育所についても市民の皆さんは公立保
育所を守ってほしいという、あれだけの
運動がありました。やっぱり保育に対す
る公的な責任を求めていらっしゃるわけ
です。民間が悪いといっているわけでは
ありませんが、公的な責任において子ど
もを育てていくというところは、行政と
してやるべき仕事だというふうに思いま
すし、ごみの問題、環境センターの方々、
ごみ収集の方々も、これは全地球的な規
模でごみを減量化していこうということ
の中で、非常に大きな役割を果たしてい
ると私は思います。それが民間コストに
どんどんシフトしていくような考え方で、
職員数の適正化が進められていることが、
果たしてその環境の問題を進めながら、
なおかつ市民のためのごみ行政を進めて
いくことは、なかなか難しい点があると
いうふうにも感じているわけで、そうい
う点ではこの職員適正化計画の中の考え
方の中でも、しっかり触れられています
けれども、この行政サービス、公務員が
行うということが原則として行政運営シ
ステムを見直して、行政が担うべき領域、
この担うべき領域というのはしっかり、
何でも民間委託とか、民営化とかいうよ
うなことではなくて、考えていただきた
いというふうに思いますし、これは目的
としては行政のサービスの質を落とさず
に、満足いく行政サービスをするという
ことを目的に、この適正化を進めていた
だく必要があるのじゃないかと思います。

－�38�－



　アウトソーシングの中でも、先ほどの
行革に関連してご答弁いただいた中に志
木市の行政パートナー制度について、ご
紹介いただきましたし、この計画の中に
は太田市の行政サポーターズ事業とか、
紹介されています。私どももこの志木市、
太田市というのは昨年夏に視察に行って
まいりました。一昨年は愛知県の高浜に
も行ってまいりました。行政トップの強
いリーダーシップのもとに、市民と市民
に職を開放しながらも、仕事を増やしな
がら市民と一体となって市政運営を進め
ていこうという観点がそこにあるなとす
ごく思ったわけなんですが、財政危機の
中で、お金が非常に逼迫しているという
状況、それからここに至った経過という
のはつまびらかにして、市民にすべてを
さらけ出しながら、市民と一緒に市政運
営を進めていくシステムがなければ、ア
ウトソーシングであったりとか、それか
ら行政改革であったりとか、幾ら行政サー
ビスを後退させないといっても、それは
行政側の一方的な押しつけにしか市民に
は写らないと思いますし、市民の合意も
得ることはできないというふうに思うわ
けなんです。
　そういう点から言って、今の摂津市の
行政改革自体はどうなのかということが
本当に問われていると思います。そうい
う点、改めて市民への情報公開と、市民
合意のもとに市政運営を進めていくとい
うシステムづくりなくして、やっぱり行
革も財政の再建もあり得ないと思うわけ
ですが、その点のご見解をお聞かせいた
だきたいと思います。
　何度も触れて恐縮なんですが、三位一
体の改革にかかわって、交付税、臨時財
政対策債、ともに抑制させていくという
状況のもとで、償還の財源さえも、交付
税の制度自体も本当にあてにならないよ

うなものになってきています。
　東京の国立市長が総務大臣に平成１６
年度の普通交付税の算定の交付にかかる
意見を提出されていて、その中に書かれ
ていることは本当にそうだなと思うので
すが、この意見書の中では、交付税特別
会計の財源不足の原因は、景気低迷と国
の施策によるものであって、地方の責任
ではないとしています。その上で、普通
交付税の臨時財政対策債振替によって、
本来の交付団体が不交付となったり、ま
たは元利償還金が普通交付税措置される
という国の約束が実質ほごとなる自体は、
地方交付税制度の破綻を示すのみならず、
我が国の行財政制度の根幹を揺るがす問
題に発展する可能性があると指摘されて
いるわけです。その上で、さらに臨時財
政対策債の振替でなくて、本来の地方交
付税の趣旨に基づいて、国税５税の交付
税率の引き上げをすることを強く求めて
おられます。
　これは自治体の首長としては、本当に
とるべき姿勢だというふうに思うわけで
すが、そうしたことを全国市長会などで
も、この三位一体の改革に対しては要望
なども上げておられるようですけれども、
そういう立場での国への働きかけもぜひ
していただきたいと思いますが、それも
含めてご答弁をいただけないかと思いま
す。
　あとさまざまな選挙の投票所の件なん
ですけれども、長時間座って立会いをす
るというお仕事も大変なことだと思いま
すけれども、本当に市民が権利を行使す
る場所として、それにふさわしいような
形での場所、なおかつ難しい注文かもし
れませんけれども、非常に入りやすい雰
囲気というのですか。特に若い人の投票
率が低い原因には、政治的な関心の低さ
もあるかもしれませんけれども、投票所
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の雰囲気がなかなかわからないとか。１
人ではなかなか行きにくいということも
ありますので、そういった意味では、い
ろいろなことも考えていただけたらとい
うふうに思います。
　その他、いろいろと申し上げましたけ
れども、ぜひ市民の暮らしを守るという
観点での施策の推進に努めていただきた
いと思います。
○三好委員長　まず、初めに行財政改革
の進め方で合意形成はどう図っていくか
ということで。羽原市長公室次長。
○羽原市長公室次長　行財政改革を進め
ていくに当たり、市民の方との合意をい
かに図るかというですが、非常に難しい
課題かとは認識しております。従来行政
の方で、市民の方に情報をお伝えをする、
ご了解いただくというのは、広報を通じ
たりとか、ホームページをどう利用した
りというようなことが一般的に考えられ
てきました。ただ、それではあくまでも
非常に限られたことしかできないという
ふうには感じております。行革を進めて
いく上で、１つ重要なことはいろんな手
法なり、技術的な問題があるにしても、
市役所の風土そのものを変えていくとい
うようなことも非常に大きな課題であろ
うかと思っておるのですけれども、日々
の仕事をやっておる現場レベルで、市民
の方と職員がいろんな話をしたり、情報
交換をしたりする場面が非常にたくさん
あろうかと思います。そういう現場レベ
ルでの市民の方との交流の中で、市が置
かれている現状なりご理解をいただく。
そんなに大きな取り組みには、目には映
らないわけですけれども、日常的な努力
をきちんと積み上げていくというのが非
常に大きいのかなというふうには思いま
す。そういう意味では、職場を変えてい
く努力を今後は努めていく必要があろう

かと。そういうことをベースにしながら、
議会の場面であるとか、いろんな取り組
みの場面、それから今福祉で行っており
ます地域福祉計画であるとか、そういう
さまざまな取り組みを進めていくときに、
市の置かれている現状、今後どういうふ
うに考えているのか。いろんな情報なり、
意見交換というのが市民の方との間で可
能なのかなというふうには今現在考えて
おります。
　余り財政状況の説明会を市民の間でや
りますというようなことよりも、日常業
務をきちっと積み上げていく。その中で
改善改革を市の職員の方でも一生懸命や
るのだというようなことを市民の方にご
理解いただく。そういうプロセスを通じ
て、市の現状をきちっと認識していただ
き、今後どういうふうにお互いに力を合
わせて、この市の厳しい状況を乗り切っ
ていくかというようなあたりでの合意が
つくられるのではないかというふうに思っ
ております。
○三好委員長　奥村総務部長。
○奥村総務部長　昨年の１１月ぐらいで
したか、三位一体でいろいろ動きがござ
いました。当初税源移譲はたばこ税とい
うふうに言われておりましたし、補助金
削減の分につきましても生活保護費の負
担率の引き下げというようなことも言わ
れておりました。最終的には、平成１６
年１億３００万円でしたか、補助金の削
減が図られたところでございます。
　今後におきましては、補助金の分、そ
の３年間で４兆円の削減ということが表
明されておられて、残り３兆円はどうす
るのかというのが非常に興味のあるとこ
ろです。それぞれ平成１６年の三位一体
について、地方６団体からいろんな意見
も出ております。
　全国市長会の緊急要望をちょっと紹介
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させていただきます。要点を言いますと、
まず１点目に一般財源化に伴い、基幹税
での税源移譲、これを求めております。
　２点目、税源移譲と合わせ、市町村の
自由度の拡大が図られるよう、国の基準
の弾力化などの国の関与の速やかな廃止、
縮減、それから３点目に地方交付税の財
源調整と財源補償の両機能の強化、それ
から４点目に平成１８年度に向けた三位
一体改革の全体像、それから年度別内容、
規模などについての改革の行程表の早急
な提示等々、要望されております。
　本来三位一体の目的は、国と地方の仕
事の分担、それから国のコントロールの
解消と言われております。
　これからも義務的事業について、地方
団体にゆだねても、そのサービスの性質
から、事業存続の必要性が高く、それか
ら国による基準設定が続く限り、効率化
には限界があるというふうに言われてお
ります。
　今回の改革では、公共事業などの奨励
的補助金は事業そのものを削減するだけ
で、地方には税源が委譲されておりませ
ん。裁量の余地のない義務的補助金だけ
が地方に委譲されましても、地方の行財
政の効率化には限界が当然ございます。
税源移譲ありきではなく、地方分権の本
来の趣旨をもう一度明確にしていただき
たいというのが地方公共団体の共通の願
いではないかというふうに思っておりま
す。
　今後、国の動向を注視しながら、他団
体ともそれぞれ協調して、国に対して改
善要望をしていきたいというふうに考え
ております。
○三好委員長　本保委員。
○本保委員　まず初めに、予算概要の１
４ページで、款２、項１、目１、一般管
理費の中の創造的人材育成事業について

でございます。５８８万４，０００円の
うち、人材育成のための体系的な研修の
実施について、対象者とその内容につい
て、第３次実施計画にある人の改革のこ
れの整合性についてお尋ねいたします。
　同じく１４ページの一般管理費の方で
ございますが、現業職場活性化事業につ
きまして、現業職員を対象として、研修
機会の充実についてはこれはどのような
実施方法を考えておられるのか。費用の
方は１２１万９，０００円となっており
ますので、この点についてお聞かせくだ
さい。
　１５ページ、目１、一般管理費でござ
いますが、アルバイト賃金３，８５５万
８，０００円。臨時的な業務に対する臨
職、非常勤職員の雇用による諸経費につ
いてでございますが、市職員数適正化計
画の中で、さまざまな手法をもって職員
削減を掲げておられますが、この職員数
適正化計画との整合性についてお尋ねい
たします。
　２５ページ、款２、項１、目１２、女
性政策費でございます。女性政策費につ
きましては、女性政策推進市民懇話会な
どにおけるプランの内容につきまして、
４９万５，０００円が計上されておりま
すが、昨年の総括と今年度の取り組みに
ついてお尋ねいたします。
　款２、項１、目６、企画費の中で、２
２ページでございますが、せっつ塾事業
５万円につきましては、１５年度事務事
業評価におけるせっつ塾事業の検証と１
６年度の取り組みについて、今後何を検
討していかれる予定なのか、その方向性、
内容についてお尋ねいたします。
　同じく２２ページ、行財政改革の円滑
な推進を図るとありますけれども、どの
ような方向性を図っていこうとされてい
るのか。その事業内容についてお聞かせ
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をいただきたいと思います。
　２５ページ、款２、項１、目１２、女
性政策費でございます。これは男女共同
参画啓発事業についてでございますが、
男女共同参画社会推進に向け、職員の皆
さんに対して実践の励行の意識啓発につ
いては、現在どのようにその取り組みが
行われているのでしょうか。具体的にお
聞かせをいただきたいと思います。また、
その成果についても合わせてお聞かせを
いただきたいと思います。
　２６ページ、同じく目１２の女性政策
費で、情報収集提供事業についてでござ
います。男女共同参画社会に向けた情報
の収集、提供４６万９，０００円とあり
ますが、情報の収集はどのように行って
おられるのか。お尋ねいたします。
　次に、消防の方でございます。１０３
ページ、款８、項１、目２、非常備消防
費で、消防団活動事業に関してお尋ねを
いたします。これにつきましては、１５
年度事務事業評価結果一覧１６ページの
中に消防団活動事業として掲載されてい
ます事業内容の中で、市のホームページ
で消防団の再編成と団員の確保の課題解
決のために募集を行う旨を検討すると、
継続欄に記されておりますが、その趣旨
と募集内容についてお聞かせいただきた
いと思います。
○三好委員長　中岡市長公室参事。
○中岡市長公室参事　最初に創造的人材
育成事業でございますが、平成１６年度
の職員研修の体系で申しますと、人事課
研修というものの中に人材育成研修、組
織活性研修、専門研修、特別研修という
のがございます。そして、今申された研
修の中身についてでございますが、人材
育成研修の中に管理職を対象といたしま
して、政策形成研修というのがございま
す。これにつきましては管理職として必

要な政策形成の能力を高めるための研修
を行うものでございます。
　それから、組織活性化研修というもの
の中に課長代理級に対しての研修がござ
います。これにつきましてはマネージメ
ント養成研修ということで、課長代理級
職員として必要なマネージメント能力の
向上を図るということで、講演式ではな
くて、実践形式で研修を受けていただく
という形のものでございます。
　それから、本年度に限りましていいま
すと、特別研修というのを設けておりま
して、この部分につきましては本会議で
も答弁いたしておるのですけれども、能
力給を導入するに当たって、人事の評価
というのが大変重要になってくる。今ま
で人事考課というのはありますけれども、
職員１人１人と話し合って評価をすると
いうような仕組みはまだできておりませ
ん。その中でまずそういう職場環境をつ
くるために、管理職に対しまして人事評
定者の研修を二、三回実践研修で行いま
して、１６年度にはそれに基づいて１人
１人と話をしていただいて、職場の中の
活性化なり、風通しのよさを図っていき
たいと考えております。
　以上のようなことを創造的人材育成事
業の中で行っていきたいと思っておりま
す。
　現業職場の活性化事業につきましては
今まででしたら例えば分別収集などを行
うに当たって、他市へ視察研修に行きま
したり、摂津市内の事業所で行うものと
いたしましたら、夏休みの期間を利用し
て、校務員がそれぞれ自分の仕事につい
ての技術を磨くために、研修をしていた
だくとか、そういうふうな形でこの分に
ついては予算を組んでおります。
　アルバイト賃金につきましては、平成
１５年度では約３，５００万円組んでお
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りました。この部分につきましては２３
名に対してのアルバイト賃金ということ
で、この中身につきましては、病欠の代
替でありますとか、休職者の代替であり
ますとか、産休の代替でありますとか、
そういうことのための予算を組んでおり
ました。平成１６年度は、３５０万円ほ
ど増額になっておるのですけれども、そ
れぞれの課の中で通年でどうしても必要
なところについては、現課で予算を組ん
でもらうようにいたしました。人事課と
して組んでおりますのは、先ほど言いま
したように産休なり、病欠なりの分で一
応３，０００万程度組んでおります。あ
と８００万円程度増えた分なんですけれ
ども、この部分につきましては、今回ご
承知と思うのですけれども、市民課の窓
口と、あるいはほかの課もあるのですけ
れども、職員の非常勤化ということで、
実際に実施いたしていくということになっ
ておりますので、その分の非常勤の職員
の賃金として８００万円を計上しており
ます。そういうことで、前年度に比べれ
ば３５０万ほど多くはなっておりますが、
職員数適正化計画の一環としての増額で
あると思っていただきたいと思います。
○三好委員長　有山政策推進課長。
○有山政策推進課長　平成１４年度から
せっつ塾を開いております。これまでと
もすれば、職員の中では国から都道府県
を経由しておりてくる通達類による指示、
指導を忠実に実行していけば事足りると
いうような考え方が見受けられました。
こういう傾向にございました。これは本
市を含めて、地方の自治体が国の下請機
関として仕事をしている。上下の主従関
係を前提とする体制であったというふう
に思っております。
　こういうことを従前は受け入れてきた
ということであります。しかし、こうし

た仕事のやり方というのはやはり国の意
見は反映できても、住民、あるいは市民
の皆様の意見というのは反映されにくい
仕組みであるというふうに思っておりま
す。したがいまして、せっつ塾という形
での開講を行い、職員に自主的に住民の
意見を吸い上げる。幅広い知識と分析能
力や考察能力を養う、時代の変化につい
ていけるようなという趣旨で、１４年に
立ち上げました。１４年度は主に自主的
に勉強するということで、講師を呼んだ
りするということをやっておったのです
が、１５年度については職員提案におけ
る改善提案、これはせっつ塾のメンバー
を３班に分けて、それぞれが身近な提案
をするということで、現在やっておりま
すＡＴＯＭＳ運動の職員提案の部のベス
トＡＴＯＭＳ賞に、せっつ塾Ｂ班の市民
の声データベースが選ばれております。
　それから、あと１５年度には民間経験
者の新規採用職員との交歓会という形で
の意見交流をしております。この中でや
はり民間採用者でなかなかおもしろい意
見があったのは、例えば全課を上げて袋
詰めをするというような作業が役所の中
では現実にあります。しかし、民間の経
験者からいうと、課長や係長のようなス
キルの高い人にそのような仕事をさせる
という役所のやり方はいかがなものかと
いうような、なかなか意見交換としては
面白い意見がありました。あとそういう
刺激を受けて、１６年度にはメンバーの
拡張をしていきたいというのが今のメン
バーでの話し合いの中で出ております。
　最初、１４年度にせっつ塾のメンバー
として集めましたメンバーがかなり役所
の中でも中核を占める位置に来ておりま
す。係長試験の受験者も中にはいまして、
係長になっているものもいます。そうい
う意味で下に早く指導していきたい。現
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在、せっつ塾のメンバー１８名なんです
が、そういう意味では広げていきたいと
いうような意見を持っております。
　それから、１５年度の特徴としては、
他市との交流ということで、尼崎市のそ
ういう意識改革であるヤールズカップと
いうのがございまして、これにせっつ塾
のメンバーが参加しております。
　それから、２月２５日だったのですが、
大東市で昨年５０の方法研究会というこ
とで、これは市役所の改革改善を若手の
ワーキンググループがつくって、これは
大東の場合は仕事して、そういうチーム
編成をしてプロジェクトをやったのです
が、このメンバーとの交流会を２月２５
日にやっております。
　言いましたように、他市との交流、あ
るいはその中で下に広げていくというこ
とで、せっつ塾のメンバーがいろんなこ
とを考えて、従来の国からおりてくると
いう仕事の処理ではなく、住民の意見を
どうやって吸い上げるかというところで、
新しい活路、そういうふうな広げ方をし
ようと、今努力をしております。
　それから、行財政改革の推進について
というご質問なんですけれども、これに
つきましては、現在、行財政改革の３次
行革ということで、この部分について人
事課、財政課、それから政策推進課の３
課でプロジェクトをつくっております。
　ごらんになっていただくとわかるので
すが、３次行革のつくりが、どちらかと
いうと理念的なつくりになっております。
これをブレークダウンするために、３つ
の課で具体的なものをというふうに考え
ております。このプランについては昨年、
１１月でしたか、大阪府の市町村課の方
から来られたときにもそういう話をさせ
ていただいて、できるだけ早いこと、そ
の分をつくるようにというような指導も

されております。
　それをつくっていくということと、推
進については予算計上しております１６
万円は、本市のマネージメントアドバイ
ザーの経費でございます。この分につき
ましては、去年に引き続いて、関西学院
大学の石原教授にお願いをするものです。
ちょっと考えておりますのは、バランス
シートでありますとか、便益とコストの
関係、ビーバイシーですね。ＡＢＣ分析、
アクティビティー・ベースド・コストで
したか。一応そういう業務における分析
とか、いわゆるＮＰＭ、ニュー・パブリッ
ク・マネージメントという手法が幾つか
あります。しかしこれらのところがすべ
て本市の実情に合うとは考えにくいので、
この辺のところで何か本市のニュー・パ
ブリック・マネージメントといわれるも
ので、活用ができるものはないかという
ふうに思っております。
　それともう一つ、事務事業評価、施策
体系を意識した事務事業評価で、これは
施策体系について、来年についてはそこ
との連動をより考えた形での評価をして
いきたいというふうに思っております。
○三好委員長　竹田女性政策課長。
○竹田女性政策課長　市民懇話会につき
ましては、平成７年に男女共同参画社会
の実現に向けて市が取り組むべき諸課題
と、その解決策について幅広く意見を求
め、市民と行政が連帯してせっつ女性プ
ランを推進するために設置されたもので
ございまして、これまで平成７年以降３
回ぐらい、いろんな提言をいただいてお
るところでございます。開催等につきま
しては、さきの本会議でも申し上げたで
すけれども、平成１３年度は４回、ある
いは平成１４年度、１５年度につきまし
ては１回の開催となっておるわけです。
今日まで懇話会の中では、そういうご提
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言をいただいた、そのときにつきまして
は非常に開催回数も多く開催をいただい
たことも事実でありますが、平成１４年
の３月に現摂津プランができた以降につ
きましては、毎年１４年でありましたら、
１４年度が終わって、１５年度の当初に
それぞれの進捗状況を報告する、またご
意見をいただく、ご議論をいただく、そ
ういう程度で今のところはしてまいりま
した。今後につきましては、より一層の
充実に努めてまいりたい。そんなふうに
１つは考えておるところでございます。
　２つ目の啓発、これは市民に対する啓
発、あるいは職員に対する啓発の２点が
あったというふうに思いますが、第１点
目の市民に対する啓発でございますが、
今現在、広報の１５日号の中で人権シリー
ズというコーナーがございます。その中
で２か月に一遍、年６回ですが、我々が
考えておること、そういうことを文章に
いたしまして、皆様方に周知をさせてい
ただいておるところであります。
　また、おおむね年２回、１回のときも
ありますが、過去２回、広報紙２面を使
いながら、我々がお伝えしたいことを伝
えてきたところであります。
　一方、職員に対する啓発なんですが、
平成１４年度から摂津女性政策レターと
いうお手紙を皆さん方にお配りをさせて
いただくことにさせていただきました。
その中で、一度にいろんなことはかわり
ませんけれども、女性政策課としてこん
なことを考えていますよと。こういう取
り組みをしていますよと。こういう考え
方ですよ。そんなことを職員の皆さん方
にも啓発をしております。一度に成果が
出るものではないというふうに考えてお
ります。これを継続することによって、
成果は出てくるものだと、そんなふうに
私は考えておるところでございます。

　それと３点目の情報収集、あるいは提
供をどのようにしているのかということ
でございますが、市民の皆様方に情報提
供をしようとしますと、当然いろんなも
のを収集できていないとできないわけで、
情報ルームの中にはそれぞれ図書、ある
いはビデオ、そういうものがたくさん置
いてございますし、またホームページも
月１回必ず更新しておりまして、新しい
情報をお伝えしたいこと等々、インター
ネットで見ていただけますと、わかるよ
うなシステムにさせてもらっていますし、
年に３回、センターの発行します情報紙
も発行しながら、市民の皆さん方にお配
りさせていただいている。全市民の皆さ
ん方にお配りはできませんけれども、そ
れぞれ各公共施設等に印刷物を置かせて
いただいて、見ていただいているという
のが現状でございます。
○三好委員長　浜崎消防本部次長。
○浜崎消防本部次長　消防団員をホーム
ページで公募するという件で、現在、消
防団員につきましてはある地区におきま
しては、欠員が多数生じております。そ
れは否めない事実でございます。現在、
消防団幹部及び消防本部とともに、その
欠員の解消には非常に苦慮しております。
先日も副団長以上の会議の中で、この問
題が議題に上がりました。その中で地元
自治会、地元の消防団ＯＢなどを通じま
して、勧誘をしていこうという話になっ
ております。また、国からの指導におき
ましても、地元のＪＡ職員、郵便局の職
員の加入の勧誘をせよというような指導
も受けております。その中で、ホームペー
ジでその分団、足らない地域なんですけ
れども、その中で公募をしていこうとい
う方針でございます。
　それと、消防団の再編成につきまして
は、まず消防本部といたしましては、消
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防団員を減らさないという大前提がござ
います。これは国からの通達もございま
す。その中で前述いたしましたような手
法、努力いたしまして、その中で数がど
うしても足らないというようなことになっ
てきますと、その時点におきましてはや
はり消防団の分団の再編成及び人員確保
のための女性消防団等々、確保するため
にやっていかなくてはいけないというよ
うなことを、そういう観点におきまして
消防分団の幹部の方と現在検討を重ねて
おります。
○三好委員長　本保委員。
○本保委員　この創造的人材育成事業に
つきましては、今いろいろな方向で研修
を多角的に行っているというお答えをい
ただきましたけれども、この創造的人材
育成事業の成果というものが第３次実施
計画での大きな柱の１つとなっておりま
すので、実際的に今細かくこういうふう
にやっておりますというお話はいただき
ましたけれども、実践的成果の上がる具
体性のある、また行革の上において整合
性のある事業として、研修の１つとして
しっかりとした内容のものであるように、
十分検討なされて、確かな成果があらわ
れるように取り組んでいただきたいと願っ
ております。
　続きまして、この職場活性化の事業に
つきましては、大変よくわかりました。
現業職の方々がさらに職場で活躍をされ
て、職場が活性化していきますように、
今後とも研修内容の充実をしっかりと図っ
ていただきたいと、このようにお願い申
し上げておきます。
　続きまして、アルバイト賃金の内容で
ございますが、内容的には今お話いただ
きましたことで理解をしておりますとこ
ろですが、この大変職員数の適正化計画
ということの整合性につきましては、ちょっ

とわかりずらい点もあるのではないかと
思うのです。全体の中での正職員の仕事
量と臨職の方の仕事量というもののバラ
ンスというものが、数字の上だけではわ
からない実際的に行動された面において、
誤差といいますか、現場での差異という
ものがあると思うのです。その辺はどの
ように検討され、また検証をされている
のかなという点について、１点やはり疑
問に思える点もございます。
　このさまざまな方法は、先般の代表質
問の中でもお話はいただいておりますし、
多くの議員がお尋ねにもなっておりまし
たけれども、実際的に絞りに絞った上で
の職員数を、なおレベルの均一化を図る
仕事内容の面ですとか、さまざまな観点
から絞り込んでいくというような今の形
で計画が出されていると思うのです。
　その中でやはり毎年病欠とか、産欠と
かいうお答えは聞くのですけれども、今
回こういったことで、お取り組みを開始
していくということに当たって、もう少
し絞り込んだ内容でのお話がお聞きでき
ればなというふうに感じました。
　今後このことにつきましては、さらに
検討していかれることだとは思いますの
で、この職員数の適正化計画にのっとっ
て、この整合性をしっかりと図っていか
れた上で、その成果があらわれていくよ
う取り組んでいただけるよう頑張ってい
ただきたいと思います。
　続きまして、女性政策でございますが、
これも毎回、代表質問で同僚議員が、ま
た昨年の６月にも一般質問でお尋ねいた
しました。毎回答えが同じように感じる
わけでございます。この女性政策につき
ましては、１９８７年にせっつ女性プラ
ンが策定されて、また２００２年に新た
にせっつ女性プランを策定されました。
１４年から１８年の５か年計画をそこで
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打ち出しておられます。
　しかしその後、この間、また今からで
したらあと２年あるわけですけれども、
検証はどのようにしてなされているので
しょうか。再度お尋ねをしたいと思いま
す。検証につきましては、先般からいろ
いろお答えいただいているような内容で
は、どんなものかなと。実際的にそれが
本当にそれが現場といいますか、この女
性政策の場面で反映されているのかどう
か、具体的にお尋ねをしたいと思うので
ございます。
　せっつ塾の事業につきましては、１４
年度、１５年度と流れをお話をいただい
たわけでございますが、当然国の下請感
覚で今までのように上から下へ流れてく
るという体制をやはり断ち切っていって、
市民の皆様の声が反映されるようにとい
う思いで、せっつ塾の事業を開始された
ということについては非常に評価をした
いと思うのですけれども、ただ内容もい
ろいろ読ませていただきまして、今もお
話も聞かせていただきましたが、１点気
にかかりましたのは、今のお答えの中で
民間では、上司に袋詰をさせないのでい
かがなものかなというようなお話がござ
います。民間の方の意見でちょっとあり
ました。でもそれはよっぽど、その方も
しかしてわかりませんが、大会社にお勤
めだったのじゃないでしょうか。中小企
業ではやはり社長から上から下に至るま
で、全員が力を合わせて、袋詰でも何で
もどんなことでもやるというのが会社を
守っていくための方法でございますので、
またそれしかないというのが民間の実態、
現状でございますので、かえって市民の
皆さんに見ていただいたときに、上司が
率先垂範をして、自分が先頭を切って窓
口に走っていくとか。一番奥にいる方で
すから。皆さん、あの人偉い人やなとい

うふうに思っておられると思う。市民の
皆様は。その人はたっとだれも気がつか
なかったら、走って自分のところへ来て
くれた。これだけでも市民感情としては
非常に嬉しい。摂津は行革に取り組んで
いるというふうに感じていただけるので
はないかと思うのです。
　やはり心の思いというのは形、自分た
ちの態度とか、表情とか、言葉遣いです
とか、表面に出るものにあらわしていか
ないと、相手には伝わらないと思います
ので、そういったことも含めて全員が力
を合わせてやっていかなければ、行革は
できないというふうに意識改革の一方、
このせっつ塾の事業の中でも、しっかり
と活かせるように取り組みをしていただ
きたいと思います。
　この進み具合ですけれども、検証の仕
方が少し緩やかではないかと。早く言え
ば遅いのではないかなと感じるわけです。
せっつ塾の事業の現況は今、お話をいた
だきましたけれども、それに対してどう
いうふうにお考えであるのかということ
をお尋ねしたいと思います。もしかして
行き詰まってはいらっしゃらないかと思
いますけれども、もしかして今のところ
拝見した形では民間ではもう考え得るよ
うなことは出尽くしているような気がし
ますので、対話の中で。意見交換の中で
そういったことがほとんど上がっている
ように私は感じましたので、この先どん
なふうに展開していかれるのか、ちょっ
とお尋ねをしたいと思います。
　行革関係なんですけれども、いろんな
ことを考えて取り組んでおられるという
のは今お話を聞かせていただいてよくわ
かりました。しかし、この行財政改革の
推進事業につきましては、予算の金額の
多寡ではなくて、明確な方向性をもって
今後もしっかりと取り組んでいただかな

－�47�－



いと、これはやはり中軸となるような方
向性を示す事業だと思いますので、しっ
かりと取り組みをしていただきたいと思
います。
　この点につきまして、我が市における
行財政改革と今回、総務省の方から出て
おります１６年度の地方行財政重点施策
との関係性、あるいは位置づけについて
はどのようにお考えであるのか。この点
についてもお聞かせいただきたいと思い
ます。
　あと男女共同参画社会につきましては、
今お話を聞かせていただきましたけれど
も、これもずっとお聞きしているような
お答えの内容でして、先般も代表質問の
中でお聞きをしました内容でした。全体
的にはまだまだ進んでいないのではない
かなという感を強くしております。男女
共同参画社会を進めていくに当たって、
これにつきましてはご存じのとおり、意
識改革のレベルの問題でありますので、
形にあらわれてこないと、この進捗状況
の判断というものが困難だという点もよ
くわかるのですけれども、ですからそう
いうお答えになったのかなと思いますが、
さかのぼりまして男女共同参画社会、先
ほど質問させていただきました女性プラ
ンにおきましても、もともとの計画がど
うだったのかなと考えるわけですね。年
数がたっている割には、他市に比べて先
進的に女性政策というものを打ち出しを
しまして、高い評価を受けたと思います。
しかし現在におきましては、足踏みもし
たような状態に見えるのはなぜかという
ふうに感じるわけでございます。目に見
えて男女共同参画社会の推進が感じられ
ないと。見えてこないということに対し
て、どのようにお考えで、この後どのよ
うに取り組んでいかれるのか。ちょっと
お尋ねをさせていただきたいと思います。

　最後に消防団の方のことでございます。
この昨年も防災の方の訓練に参加をさせ
ていただきまして、高齢の方が消防団員
として先頭を切って走っていらっしゃる
姿を見て、本当に市民の命と財産を守る
ために、皆さん本当に命がけで活動して
いただいているのだなと。感謝の思いで
いっぱいになったわけでございますけれ
ども、今後これにつきましては先ほどお
話がありましたように、地区からたくさ
ん欠員の方が出ているということで、今
後この高齢化社会というのは進んでいく
わけでありまして、少子化が控えており
ますので、やはり自治体の方で今回ホー
ムページの公募というのはもちろん大変
若い方に向けていいことではないかとい
うふうに賛同はいたしますけれども、現
場におきまして、この消防団員の方の高
齢化を視野に入れた上で、再編成をされ
ていくといった場合、今まで現役で消防
団で活躍をしていただいていた方々につ
きましては、提案でございますけれども、
小学校区の連合自治会が主体を出してい
ます自主防災の組織の方と連携をとって
いただくようにするわけにいかないでしょ
うか。これで防災訓練等のリーダーとなっ
ていただければ、火災訓練などの面に対
しまして、非常に大きな活躍をしていた
だけるのではないか。また効果を出すこ
とができるのではないかというふううに
考えますので、今後こういった点につい
ても、人材の有効活用との関連から、市
民の皆様にもご協力をいただいている中
で、さらにということでございますが、
ぜひ行政として、また消防として働きを
していただいて、お取り組みをしてして
いただきたいと思いますので、この点は
要望としておきたいと思います。
○三好委員長　暫時休憩します。

（午後　２時５８分　休憩）
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（午後　３時３０分　再開）
○三好委員長　再開します。
　答弁求めます。
　竹田女性政策課長。
○竹田女性政策課長　１点目の検証はど
のようになされているのか。具体的にと
いうことでございます。現プランが平成
１４年の３月にできました。１４年度１
年経過した時点でそれぞれの取り組み状
況、あるいはどんなふうに変わってきた
かということは、既に推進本部会議、あ
るいは幹事会というのがございます。あ
るいは市民懇話会、そのような中でもご
報告をしながら、いろんな意見をいただ
いているということであります。
　ただ、意識の問題が先ほどもおっしゃっ
ていただきましたとおり、意識の問題が
多分に入ってくることも事実であります。
意識の問題についてはなかなかはかり知
れない部分が多くあるなというふうに実
は考えています。ただ、今回のつくりま
したプランの中で数字的に見えることは
その当時つくる以前は審議会等、役所の
中にたくさんありますが、それらの審議
会等にかかわっておられた女性の方の割
合は２５％だと。プランができて１年間、
いろいろと各課にもご無理を申し上げな
がら進めていく中で、それが２９．４％
に１年間でなった。これの目標は１８年
度末に３０％までやっていくことが、１
つの目標でありました。そういうことか
らしますと、見える数字といたしまして
は少しアップしたのかなという気がしま
す。ただ３０％という目標の数字であり
ますが、これを超えて、あるいは４０％、
あるいは５０％を目指してやるべきであ
るのではないかと。そういうふうに考え
ております。
　これからもそういうことにつきまして
は、１年間終わった時点できっちりとし

た総括なりをやっていきたい。ただ、今
回つくりましたプランにつきましては、
以前と違う点がございまして、以前はそ
れぞれ課が取り組む課題ということで細
かく、こういう項目についてはこの課が
取り組む、こういう項目についてはこの
課が取り組む。そういう課別にしたので
すが、平成１４年の３月に策定いたしま
した摂津市女性プランにつきましては、
ほぼ部単位での取り組みにさせていただ
いております。そういうことから少しそ
れ以後の具体的な取り組みということで、
それを補足するような計画を持っていな
かったために、少し見にくいところもあ
ることも事実であります。このことにつ
きましては次回プランを策定いたすとき
には、きっちり精査したいというふうに
１つは考えておるところでございます。
　これから、これをどのようにとりくん
でいくのかということで聞かれておりま
したが、いえますことは、現プランがあ
るわけでございますから、そのプランを
もとに我々は取り組みをこれからも進め
ていかないといけないと考えています。
　推進本部あるいは幹事会、この間年１
回程度の開催でございましたけれども、
回数を多くすればいいということではな
いと思いますが、より必要なときにまた
開催をさせていただいて、あるいは機会
を得て、そういう本会議、あるいは幹事
会等も開催をできることで、これから精
一杯取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○三好委員長　有山政策推進課長。
○有山政策推進課長　せっつ塾のメンバー
１８名につきましては、職務の時間外に
集まって、そういう勉強会をしておりま
す。したがいまして、自主的な運動とい
うことで、自分の職場に帰っての改革改
善というのは自ずと自分たちでするとい
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うことになります。検証した場合、せっ
つ塾でそういう進むスピードが遅いのは
ないかという話がありましたが、自主的
に集まって、任意にやっている部分とい
うのがございます。したがいまして、ど
うしてもそういう組織だって、例えば上
司にこういう働きかけをしようというふ
うな形での組織ではございませんので、
その点はちょっとご理解をお願いしたい
と思います。
○三好委員長　羽原市長公室次長。
○羽原市長公室次長　平成１６年度の地
方行財政重点施策と摂津市における行財
政改革というご質問です。平成１６年度
の地方行財政重点施策は３つの項目から
なっておりますが、本市の行革との関連
でいきますと、公務員制度の改革の問題、
行財政改革、新しい行政運用手法の活用
というような問題が一番関連性が深いの
かなと思っております。これまでこの場
でもご議論いただいておりますように、
職員数をより一層合理化をする。そうい
うことを基本にしながら行革を進めてい
こうとしておるわけですけれども、やは
りそれを進めていこうと思いますと、事
務事業を改めて点検をし直すとか、組織
を見直すということにも取り組まざるを
得ないと思っておりますし、その他にも
指定管理者制度のような、新たな制度が
生まれてきておりますから、外郭団体に
ついても一定の目配りが必要なのかなと
いうようなことも考えております。
　そういうことを進めていくに当たりま
しては、現実に人の問題を改めておさら
いをする。もう一度押さえ直すというこ
とも必要になってくるかと思っておりま
すし、先ほど申し上げましたように、研
修の見直しなり、評価制度の導入につい
ても一歩を踏み出そうということも考え
ておりますので、それらのことを総合的

に進めていくことが、これからの行革を
進めていく上での重要な課題になるのか
なというふうに思っております。
○三好委員長　本保委員。
○本保委員　ただいまお答えをいただき
ましたけれども、この女性政策につきま
しては、現在、年１回ぐらい行われてお
ります幹事会の機会の拡充と質の向上と
いうことで、今そういったことも考えて
検討していきますということでお約束を
いただいたというふうに取らせていただ
きまして、これにつきましては、やはり
先ほどから申し上げておりますように、
早くから取り組んでおられる割にはやは
り進み具合が大変に目に見えた形では、
先ほどお答えいただいた中で、３０％お
おむね達成できた感じで向上したように
思うというようなお答えをいただきまし
たけれども、次回のプランに盛り込むと
いいましても、もう１８年の、それから
先のプランということになりますから。
今行革も行われておりまして、大変なと
きだからこそ、こういったところで取り
組みをされて、育て上げられた方々につ
いて、この人材をやはり市の行政の中で
しっかりと取り組んでいって、人材育成
が育成の機関となるように、やはり計画
を立てて考えていくということが必要だっ
たのではないかと思います。
　そういったことに対しても、取り組み
が少しゆるいのではないかと感じます。
今後しっかりと議論の場、また機会の拡
充と質の向上というものも、やったとい
う形式的なものではなくて、しっかりと
運営もしていただきたい。また、この女
性政策には総務常人委員会として関連し
ております、その女性センターの管理に
つきましても、これは公設民営化に向け
て、もっと計画的な進め方を積極的に行っ
ていただきたいと要望します。
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　女性政策全般につきまして、やはり進
捗状況が目に見えて進んでいるなという
ことが感じられない。これは財政が大変
であるということとは、質を異にすると
思う点もありますので、その点につきま
してはしっかりとお取り組みをいただき
たいと思います。今後、この点について
は、また折を見てご質問をさせていただ
きますので、本部長を中心に、しっかり
としたお取り組みをしていただけるよう
に、強く要望いたします。
　続きまして、先ほどのせっつ塾の事業
でございますけれども、行き詰まってお
られないかどうかということに対しては、
お答えがあったような、なかったような
感じですけれども、前向きに考えて進め
ていくということで、課外事業なんで、
積極的にという形の方でしていただいて
いるというお話もありましたけれども、
それは内容にせっつ塾の趣旨の説明のと
ころに書かれておりましたのは十分承知
しておりますけれども、今後の展開につ
いては、明確な方向性に対してのお答え
も、まだ出ないような段階かと思います
けれども、しっかりとお取り組みの中に、
今後行き詰まりを見せることがないよう
に、何でもそうですけれども、最初は意
気込んでやって、次はそれを展開していっ
て、３年目になったらこの次は何をしよ
うというのが、どの計画でも多いという
のが現状だと考えますので、お取り組み
につきましてはしっかりと停滞すること
がないように、大きく拡大ができて、せっ
つ塾の事業に参加している人はどこか違
うというふうになっていただけるように、
皆さんにも励ましをいただいてしていた
だいて、この事業がいい形で存続してい
くような方向にと願っております。さら
に充実をしていただきますように、また
有効な方向性を示唆していただけますよ

うに、頑張っていただきたいと思います。
　この行革の方のお答えをいただきまし
たけれども、この１６年度の地方行財政
の重点政策、総務省の提示している分で
ございますけれども、この施策におきま
しては、さまざまな観点から今現在、地
方自治体が取り組まなければならない。
あるいは取り組もうとしていることにつ
いて、提案がなされているわけですけれ
ども、この中の地方公務員制度の改革と
人材育成の充実強化というところの欄に、
地方分権の進展に対応して、公務の能率
的かつ適正な運営を確保するため、地方
公務員制度の改革等を推進。能力、実績
を重視した人事制度の確立と、それを伝
える公正かつ客観的な評価制度の導入、
分権型社会にふさわしい多様な勤務状態
の導入、こういうふうに書かれておりま
す。自治大学校等の研修を通じ、地方分
権時代を担う、意欲と能力のある人材の
計画的育成を推進とありますので、実現
の方向に展開していけば、人事課の方の
お話なんですけれども、現在の時点では、
まだ推進をしていくという形のものでご
ざいますので、先ほど行革推進事業の方
に関連してお尋ねをさせていただきまし
た。この中にもありますように、やはり
我々がもう既に目指している方向へのさ
らなる後押しという形で書かれていると
思いますけれども、これに対してもでき
るだけ市として整合性のあるような形で
見直し等も行いつつ、行っていっていた
だきたい。推進をしていただきたいと要
望するものでございます。
　先ほどの男女共同参画につきましては、
しっかりと目に見えてくるような形で推
進をよろしくお願いしたいと思うのです。
これにつきましては、市民の皆さんから
広く意見を集めるというのは大変なこと
でございますけれども、身近な職員の皆
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さんからの声を聞かせていただければと
思ってご質問をさせていただきました。
ご答弁の中には具体的な実践例というの
がなかったように思います。これは、個々
の生活の中での状況の差異もございます
し、その個人個人の考え方もあります。
家族の中での考え方の違いというものも
ありますけれども、基本的な男女共同と
いうもののあり方について、少なくとも
全員とは言いませんけれども、やはりそ
れをやりたいとか、やりたくないという
ことではなくて、今、社会はそういう方
向に動いておりますので、こういったも
のの意識の啓発についてはさらにしっか
りとした取り組みを庁内がまず率先垂範
をしていかなければいけないのではない
かと考えます。市民の皆さんにもやって
いきましょうというふうに啓発していく
のでしたら、まず行政、庁内が自ら率先
垂範して、励行をしていっていただきた
いと考えますので、しっかりと今後目に
見えてくるような、推進の形をとってい
ただくようにお願いしたいと思います。
○三好委員長　森西委員。
○森西委員　予算書の２９ページ、地方
消費税交付金、これは昨年度８億７，０
００万円がことし９億５，０００万円と
８，０００万円増になっています。この
国の交付額が全体的に増えているのか。
全国の自治体すべてが増えているのか。
摂津のみ増えているのか。お聞きします。
　４３ページ、総務費委託金の指定統計
調査委託金のこの指定統計調査とはどう
いうものなのか。聞かせてください。
　６０ページ、雑入の財政課の大阪府市
町村振興協会交付金ですけれども、昨年
度がゼロです。ことし１，３４６万９，
０００円になっています。この根拠を聞
かせてください。
　歳出で、７３ページ、総務費の総務管

理費、一般管理費の役務費の通信運搬費
なんですが、情報管理課、機構改革され
ますけれども、情報管理課のときには７
９万１，０００円でしたが、情報政策課
になりますと１９２万３，０００円にな
ります。１１４万２，０００円増になっ
ております。これはなぜなのか聞かせて
ください。
　７４ページの委託料なんですが、こと
しはないのですが、昨年、分電盤設置委
託料というのが１２２万９，０００円あ
りました。それとネットワーク機器等保
守委託料が、ことし２１万なんですが、
昨年、２８０万９，０００円で、２５９
万９，０００円減になっています。それ
と業務改善等研修委託料が昨年は４９５
万ありまして、ことしはありません。デー
タパンチ委託料が昨年なしで、ことし３
０万円上がっています。なぜなのか聞か
せてください。
　７４ページの使用料及び賃借料の昨年
ＬＧＷＡＮシステム借上料が７０２万４，
０００円でして、ことしゼロです。なく
なっているのはなぜか聞かせてください。
　７５ページ、備品購入費の庁用器具費、
昨年が６００万３，０００円です。こと
しが７０万円、５３０万３，０００円減
になっています。これも聞かせてくださ
い。
　７５ページの負担金、補助及び交付金
の電子自治体推進協議会負担金、昨年度
が６６６万４，０００円、ことしが２３
１万５，０００円、４３４万９，０００
円の減になっています。これも聞かせて
ください。
　７９ページ、財産管理費の委託料です
が、冷却等薬品洗浄委託料というのが昨
年７８万８，０００円、ことしはゼロに
なっています。なぜなくなっているのか
聞かせてください。
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　８２ページ、固定資産税評価審査委員
会費ですが、固定資産評価審査委員会の
委員報酬が昨年度は１０４万４，０００
円、ことしは２６万１，０００円の７８
万３，０００円減です。少なくなったの
はいいのですが、なぜなのか聞かせてく
ださい。
　８３ページ、電子計算費の使用料及び
賃貸料ですが、電子計算機のレンタル料
が昨年度が１億３，６８０万５，０００
円。ことしが１億１，９８６万２，００
０円で、１，６９４万３，０００円の減
です。そして財務会計システム借上料が
１，４８２万１，０００円から３９７万
１，０００円の１，０８５万円減になっ
ています。この点も聞かせてください。
　８５ページの女性センター費の使用料
及び賃借料ですが、昨年はパソコン借上
料が５３万４，０００円ありまして、こ
としはありません。その点も聞かせてく
ださい。
　９０ページ、税務総務費の報酬ですけ
れども、昨年度は特別土地保有税審議会
委員報酬が５万６，０００円が、ことし
は固定資産税評価委員報酬の１１７万６，
０００円にかわっています。これも聞か
せてください。
　９３ページ、委託料ですが、航空写真
図面作業業務委託料が昨年度ゼロで、本
年度４０６万１，０００円、そして航空
写真入力業務委託料が昨年度ゼロから本
年度３９３万８，０００円になっていま
す。これも聞かせてください。
　９４ページ、使用料及び賃借料、パソ
コン借上料が昨年度は９万８，０００円
ありまして、今年度ゼロです。そして法
人市民税システム借上料が５５万４，０
００円、昨年度あったのが本年度ゼロに
なっています。これも聞かせてください。
　１００ページ、選挙費ですが、委託料

でポスター掲示場の設営撤去委託料が昨
年、府会のときには４３万７，０００円、
知事のときが３３７万４，０００円、そ
して参議院では予算で６１１万１，００
０円、市長では２０３万７，０００円と
金額がすべて違うのですけれども、それ
はなぜなのか聞かせてください。
　そして、開票所設営撤去委託料が昨年
の府会と知事はゼロで、今年度の参議院
が７０万、市長が６０万上がっています。
この分聞かせてください。
　１０２ページ、市長選挙費の選挙公営
制度交付金とは、これは何なのか、聞か
せてください。
　１０６ページ、監査委員費の使用料及
び賃借料ですが、昨年は現行法令データ
ベース使用料が１２万６，０００円と計
上されておりまして、今年度はそれにか
わって研修会場借上料が３１万１，００
０円となっています。それも聞かせてく
ださい。
　１８２ページ、災害対策費の委託料で
すが、昨年度、案内標識板政策委託料が
５２万５，０００円上がっておりまして、
本年度はゼロです。それも聞かせてくだ
さい。
　１８２ページの備品購入費ですが、防
災器具費が昨年度１９万７，０００円、
本年度が８９万３，０００円の６９万６，
０００円増になっています。これも聞か
せてください。
　続いて、２２８ページ、給料の方です
が、余り給料のことはわからないのです
が、職員の管理職手当というのがありま
すが、この管理職手当を支給されている
方は何人なのか。それで給与等級で何等
級以上の方に、この管理職手当が支給さ
れているのか、聞かせてください。
　それと、予算概要の２０１ページ、市
税の徴収率なんですけれども、ずっと見
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ていった中で軽自動車税が８０．９％と
いうことで、数字的に低くなっています。
これは原因としてなぜなのか。それと先
般、四条畷市では、この軽自動車税の納
付に当たって、コンビニエンスストアで
納付できるというようなことが新聞報道
でもされていまして、その辺、市として
はどういうふうな考えを持っておられる
か、聞かせてください。
　概要の２２ページのＰＦＩの推進調査
事業なんですが、先ほど本保委員の質問
の中で答弁がありましたが、今現在、民
間の反応を見るというふうなお答えでし
たけれども、それはいつまで反応を見る、
待っている状態なのか、聞かせていただ
けますか。
○三好委員長　川崎総務部次長。
○川崎総務部次長　地方消費税交付金が、
昨年より８，０００万円増につきまして
は、国で消費税が徴収されまして、それ
が地方におりてくるわけでございまして、
それでいきますと昨年度予算で見ており
ましたのは、約１兆２，０００億円の消
費税を見込んでおります。１６年度につ
きましては、一定それより若干増えまし
て、１兆２，５００億円が見込まれてお
ります。それを大阪府のシェアをかけま
すと約９６６億７，８００万円程度にな
るわけでございます。それを本市のシェ
アでかけますと、約９億５，０００万円
という形で昨年度から９．２％の増とい
うことで予算計上をさせていただいたと
ころでございます。
　６０ページの雑収入の大阪府市町村振
興協会交付金につきましては、オータム
ジャンボ宝くじ、これが平成１３年度か
らできたものでございまして、当然なが
らそのときどきのジャンボ宝くじの売上
金によりまして、一定各市町村にそういっ
た配分がまいるわけでございまして、非

常に当初では見込みにくいというような
状況で、１５年の場合、決算で計上させ
ていただいたわけでございますけれども、
この１６年度につきましてはやはり少し
でも財源手当が必要ということの中で１
５年における決算相当額を１６年度予算
計上させていただいたということでござ
います。
○三好委員長　有山政策推進課長。
○有山政策推進課長　前年度業務改善等
研修委託料４９５万円の計上があって、
１６年度はないというのは、この部分に
つきまして、今現在やっておりますＡＴ
ＯＭＳ運動と内部統制ということでやっ
ております。この２つの委託経費、昨年
計上しておりましたが、１６年度につい
てはこの予定がありませんので、計上し
ておりません。
○三好委員長　吉田政策推進課参事。
○吉田政策推進課参事　いつまでＰＦＩ
で民間の反応を認識していくのかという
ことについては、具体的に申しまして先
ほども言いましたけれども、まちづくり
構想が現在シビックゾーン周辺でされて
おります。それにかかわって選定をいた
しましたふれあい広場が関係いたします
ので、そのあたりの状況を見極めた上で
判断すべき時期があろうかというふうに
考えております。
　もう一つ、ＰＦＩの場合は、条件がい
ろいろ変わりました場合は当然民間の反
応を常に見るというのは時期というのは
別に考えておりません。常に民間の反応
を認識するというのが必要だというふう
に理解しております。
○三好委員長　中岡市長公室参事。
○中岡市長公室参事　管理職手当につき
ましては、給料表でいいますと２等級以
上の職員に管理職手当として支給いたし
ております。部長級につきましては５万
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円、次長級につきましては３万８，００
０円、課長級につきましては３万３，０
００円ということになっておりますが、
ただいま２０％、１５％、１０％の削減
をいたしておりますので、部長級４万円、
次長級３万２，３００円、課長級は２万
９，７００円の支給となっております。
人数につきましては部長級が１３名、次
長級が３５名、課長級が３７名、合計８
５名の支給をいたしております。
○三好委員長　石田総務部参事。
○石田総務部参事　このデータパンチ委
託料につきましては、私どもの方で受付
しております指名業者登録の受付業務に
対するデータパンチの委託でございます。
これにつきましては２年に１回の受付で
ございまして、前回は１５年、１６年の
受付を１５年の１月１０日から受付をい
たしております。今回は１７年、１８年
の受付を１７年１月に予定をいたしてお
るものでございます。
○三好委員長　西村総務部参事。
○西村総務部参事　特別土地保有税審議
会委員の報酬でありますが、平成１５年
度は５万６，０００円で、今回ゼロだと
いうことは平成１５年度より税制改正に
より特別土地保有税審議会が廃止になっ
たものであります。
　報酬の固定資産評価員報酬であります
が、これは脇田評価員が平成１５年８月
に収入役を辞任され、平成１５年度は平
成１５年９月から平成１６年３月までの
１か月９万８，０００円、７か月６８万
６，０００円が平成１５年９月に補正し
ております。また、１６年度はそれが１
２か月分でありますので、１１７万６，
０００円としております。
　航空写真図面作業業務委託料でありま
すが、１５年度はゼロで今回４０６万１，
０００円というのを上げております。こ

れは土地の現況及び形状、家屋の位置及
び形状を明確にし、適正な課税業務を行
うための写真の作成をしております。こ
れは評価替え、平成１８年の評価替えの
価格基準日、平成１７年１月１日現在に
合わせ、３年ごとに撮影をしております。
航空写真の入力業務委託料、平成１５年
度はゼロで、１６年度は３９３万８，０
００円でありますが、これは土地の今言
いました現況及び形状、家屋の位置、そ
の写真を撮影済みの１７年１月１日現在
のカラー写真を土地評価支援システムに
取り組むことを目的としております。
○三好委員長　大砂選挙管理・固定資産
評価審査委員会事務局参事。
○大砂選挙管理・固定資産評価審査委員
会事務局参事　まず、８２ページの固定
資産評価審査委員会委員報酬でございま
すけれども、平成１５年度は３年に１度
の評価替えの年ということで、審査申し
入れ等される可能性が高いということで、
会議の日数を多く見積もっておったもの
でございます。
　１００ページ、ポスター掲示場の関係
でございますけれども、これは各選挙ご
とによりまして、区画数がかわってまい
ります。そういった中で、予算組みをし
ておりますけれども、実際の執行につき
ましては契約検査課の方で業者を選定い
ただいて、入札いたしておるところでご
ざいます。ご質問の中で府会議員選挙の
ときの４３万幾らかの数字があったと思
うのですけれども、府議会議員選挙につ
きましては、平成１５年４月１３日執行
ということで、設置につきましては前年
度の予算で設置し、１５年度は撤去だけ
を計上しておりました。
　開票所の設営の委託料でございますけ
れども、以前につきましては、選挙器具
等を運搬していただいている業者に同時
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に設営をお願いしておりましたので、選
挙器具運搬等委託料の中に含めておった
ものでございます。
　市長選挙費の中での選挙公営制度交付
金につきましては、お金のかからない選
挙ということで、市単独の選挙につきま
しては、規定に基づきまして、交付金を
交付しているというものでございます。
○三好委員長　杉浦監査委員事務局次長。
○杉浦監査委員・選挙管理・公平・固定
資産評価審査委員会事務局次長　１０５
ページの監査委員費の使用料につきまし
ては、平成１５年度におきまして法令等
の検索をするデータベース使用料といた
しまして１２万６，０００円を計上いた
しておりました。これにつきましては、
１６年度からインターネットで検索でき
るということで廃止をいたしております。
　かわりまして、平成１６年、１７年度
につきましては、摂津市が大阪府都市監
査委員会の会長市になるということが決
まっております。会長市になりますと、
本市で研修会を開催をしなければなりま
せん。大体１３０名程度、大阪府からの
委員、職員を集めまして研修を行うわけ
でございますけれども、この３１万１，
０００円につきましては、ホテルを借り
上げるという予算を計上いたしておりま
す。ただ、現在、ポリテクセンターの研
修場が使えるかどうかということで、問
い合わせをいたしておりますので、それ
がもし可能ということになりましたら、
この金額は不用となる可能性がございま
す。
○三好委員長　奥田総務部参事。
○奥田総務部参事　賦課徴収費、使用料
及び賃借料のうち、１５年にあって、１
６年度のないものに法人市民税システム
借上料５５万４，０００円がございます。
これは法人市民税の賦課システムのリー

ス料でございまして、リース期間が平成
１５年９月３０日をもって満了したこと
による減でございます。
○三好委員長　村江情報管理課参事。
○村江情報管理課参事　指定統計につい
ては、統計法の第２条で指定統計という
項がありまして、これを読ませてもらい
ます。この法律において指定統計とは政
府もしくは地方公共団体が作成する統計、
またはその他のものに委託して作成する
統計であって、総務大臣が指定し、その
旨を公示した統計をいう。
　代表的なものについては国勢調査、公
用統計調査、ことし計上しております事
業所企業統計調査、商業統計調査、そう
いうものすべて指定統計ということでご
ざいます。
○三好委員長　竹田女性政策課長。
○竹田女性政策課長　女性センター費の
中の使用料及び賃借料の中で、パソコン
の分につきましても先ほどご答弁があり
ましたが、５年間のリースが昨年の９月
末で終わりまして、その後それを使用し
ておりまして、平成１６年度につきまし
ては計上していないということでござい
ます。
○三好委員長　井田総務部参事。
○井田総務部参事　予算書９３ページの
使用料及び賃借料、パソコンの借上料の
減につきましては、借り上げの５か年の
賃借契約期間が平成１６年３月３０日で
終了いたしますので、１６年度の予算の
執行はございません。
　それから、もう一点、予算概要の２０
１ページ、軽自動車税の徴収率が低い原
因はということでございますが、軽自動
車税につきましては、当市で登録される
１２５ｃｃまでの原付二輪がございます。
次に、大阪陸運局支局で登録される二輪
の小型自動車と軽自動車二輪、軽自動車
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検査協会で登録される三輪と四輪、軽自
動車があります。税の発生は各年度始め
の４月１日に登録されている車両の所有
者が納税義務者になるわけでございます
が、軽自動車につきましては登録時に住
民票を必要としないため、転出した納税
者の追跡調査が非常に困難となっており
ます。また、本市で登録される１２５ｃ
ｃまでの原付につきましては、車検がな
く、また滞納者の把握に苦慮していると
ころでございます。
　次に、市税をコンビニで納付すること
につきましては、納税者の利便の向上を
図るため、コンビニ等においても納税す
ることが平成１５年度から法的に可能に
なってまいりました。最近の情勢では、
１６年度から寝屋川市とか四条畷市の両
市が軽自動車税の当初の納税通知書によ
り、コンビニで納付することが可能にな
りました。また、寝屋川市においては、
督促状及び催告者のすべてがコンビニで
取り扱いが可能になります。しかし、コ
ンビニでは手数料が１件当たり約６０円
程度かかります。そこの課題としまして
は、現在、金融機関の手数料は無料になっ
ております。郵便局の手数料は管内で１
件２０円、プラス金額割合とか、金額に
よって手数料が変わってきます。そこで、
現行のままでコンビニで市税の収納を取
り扱った場合で、課題となりますのは金
融機関で手数料無料で支払っている人が、
コンビニで支払うと手数料が増加すると
いうこと。それから、金融機関では現在
手数料無料を手数料有料にすべく市に対
しまして強い要望があるところから、両
者の取り扱い手数料の調整を図る必要が
ございます。金額領収の方法がテープだ
けで領収書が市に帰ってこないなど、収
納確認に難点がございます。こういった
問題がございますので、実施までに検討

すべき問題も多いと考えております。
○三好委員長　南野総務部参事。
○南野総務部参事　７９ページの冷温水
器の発生機についてでございますけれど
も、昨年度７８万８，０００円ございま
したが、これにつきましては、冷却水コ
イルの汚れが見つかりまして、それで１
５年度でそういう汚れをとるということ
でございましたので、予算計上させてい
ただきました。その後はそういった汚れ
がございませんので、予算計上は今年度
はしておりません。
　２点目の誘導標識の整備事業でありま
す５２万５，０００円につきましては、
避難所への案内表示板の整備作業でござ
いますけれども、昨年来一定作業を進め
まして、現在ほとんど整備されておりま
すので、当面そういう標識板の設置につ
いては休止している次第でございます。
　次に、防災備品の経費が８９万２，０
０円ということで、大幅に増加したとい
うことでございますが、これは市内の避
難所２８か所のうち、現在小学校１２校
に投光器ということで、避難グラウンド
に対して発電機を設置しまして、明りと
りを用意しておりますけれども、そのほ
かの避難所のグラウンド等につきまして
は、いまだ未整備ということでございま
すので、１６年度から順次３か年計画で
投光器を設置するということで、今年度
は中学校５校に対しまして発電機、投光
器、コードリール、ガソリンタンク、そ
ういった備品を照明器材として設置いた
すものでございます。今後の予定としま
しては、１７年度は高校のグラウンド、
それから企業のグラウンドに対して５か
所、１８年度におきましては公園、その
他６か所ということでございまして、こ
れで、避難所であります２８か所に投光
器を設置いたすということでございます
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ので、今年度から３年計画でということ
でございます。
○三好委員長　高山情報管理課参事。
○高山情報管理課参事　平成１５年度と
１６年度の当初予算の比較について８点
ほどご指摘いただきましたが、予算書７
３ページの役務費、通信運搬費について、
１５年度当初が７９万１，０００円、１
６年度当初１９２万３，０００円という
ことで、１５年度は、ふれあいガイドと
インターネットの通信運搬費として計上
しておりましたけれども、平成１６年度
におきましては、これにプラスしまして
ＬＧＷＡＮシステムの外部職場との接続
のために新たにＮＴＴの公衆回線から光
回線に変更するための経費分が増額となっ
ております。
　１５年度当初予算で分電盤設置委託料
１２２万９，０００円計上しておりまし
た。これにつきましては、ＬＧＷＡＮ用
の分電盤設置委託料として計上しており
ましたが１５年度で設置が終了しました
ので、１６年度は計上いたしておりませ
ん。
　予算書７４ページの委託料のネットワー
ク機器等保守委託料でございますけれど
も、これは当初ＬＧＷＡＮのネットワー
クについては、新たにネットワークを構
築するということで考えておりましたけ
れども、それ以後、国、府とも協議し、
また経費節減も考えまして、既存のネッ
トワークシステムを使ってＬＧＷＡＮを
システムを動かすということで、２８０
万９，０００円計上しておりましたのが
不要となりまして、平成１６年度当初予
算についてはこれも同じネットワーク機
器保守等委託料として２１万円計上して
おりますのは、これは公的個人認証機器
のいわゆる保守委託料として２１万円を
計上いたしております。

　続きまして、ＬＧＷＡＮシステム借上
料７０２万４，０００円について１６年
度はないではないかということでござい
ますけれども、これも平成１５年度のみ
の予算計上で、先ほどネットワーク機器
等保守委託料でご説明申し上げましたよ
うに、ＬＧＷＡＮのネットワークについ
ていわゆる既存のネットワークを使うよ
うに変更いたしましたので、その分につ
きまして、これも不要となっております。
　続きまして、庁用器具費の平成１５年
度４７９万７，０００円につきましては、
ＬＧＷＡＮ用の機器の購入で、これも単
年度用でございますので、この分が情報
管理課分はカットになっております。
　続きまして、７５ページ、負担金、補
助及び交付金の電子自治体推進協議会の
負担金でございますけれども、平成１５
年度当初では６６６万４，０００円。１
６年度当初は２３１万５，０００円とい
うことで、これもＬＧＷＡＮの機器を導
入しまして、この場合、大阪府の電子自
治体推進協議会の方で一括購入で共同入
札して、それを導入したものでございま
すけれども、１５年度については機器の
購入があったため、６６６万４，０００
円となっておりますけれども、１６年度
についてはあとは機器関係の保守の分が
負担金として支払うことになっておりま
して、機器の購入から保守に変わり、２
３１万５，０００円ということで負担金
の減額となっております。
　電子計算費、８３ページ、使用料及び
賃借料の電子計算機レンタル料の減額で
ございますけれども、これは現在、電算
室にＮＥＣ製の汎用機がございますけれ
ども、それを更新しましたので、いわゆ
る更新により減額となりました。
　次に８３ページ、同じく使用料及び賃
借料の財務会計システム借上料の減額は、
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財務会計システムにつきましては平成１
５年度は執行系、起債管理、予算編成と
機器の借り上げを計上しておりましたけ
れども、平成１６年度はいわゆるソフト
が予算編成系のみになりましたので、そ
の分が減額となりました。
○三好委員長　森西委員。
○森西委員　市長選挙費の選挙公営制度
の交付金は市単独の選挙に関しては交付
をされるということですけれども、対象
はどこに交付をされるのか、聞かせてい
ただけますか。
　先ほどちょっと漏れていまして、本保
委員も質問されていましたけれども、創
造的人材育成事業ですけれども、私も昨
年の一般質問の方でこの事業に関して質
問させていただいたのですけれども、こ
れは平成１５年から専門的能力開発向上
事業を細分化するということで、また目
的としては時代のニーズや市民のニーズ
の多様化に対応すべく企画、調整力、問
題解決能力等の向上を目的とするという
ところですけれども、１５年は１，１３
４万９，０００円の予算を措置していま
して、１６年度は５８８万４，０００円
と５４６万５，０００円の減、約半分ぐ
らい減になっていまして、その減の理由
はこれから職員をそういうふうな目的で
もって能力を高めていこうというような
目的ですわね。その減になっていること
に関して、なぜかお聞かせ願えますか。
　それと、軽自動車税の徴収率ですけれ
ども、コンビニでは手数料がかかり、領
収書が市がわからないというようなこと
ですけれども、まだ寝屋川、四条畷がこ
れからというところですので、まだ状況
としてはどういうふうな形になるか。向
こうでトラブルが発生したりというよう
なところも出てくるかもわかりませんけ
れども、今後、寝屋川、四条畷と連携を

とりながら、どういうふうな結果になっ
たというか、トラブルが発生したのか、
それにとって徴収率がアップしたのかと
いうようなことも連携をとりながら、１
つ考えていただきたいと思います。軽自
動車税のみならず、これは市税はすべて
に関して考えることができることなので、
もしトラブルが発生せずに徴収率がアッ
プするようなことがあるならば、それも
１つ考えとして参考にしていただきたい
と思います。
　それと、給与なんですが、管理職に対
しましては、よくわかります。２等級以
上だというようなところで、この等級別
の職員数を見たところ、５等級以下の方
が極端に少なくて、５、６、７等級の割
合がかなり低いのですけれども、業務に
関してこれが支障を来しているのか、も
しくはそれが支障を来してくるものなの
か。これは今後どういうふうな等級割合
を考えていこうと考えているのか、聞か
せてください。
　本保委員が消防団に関しての件を質問
されていましたけれども、現在、出動手
当が１，３００円というところで、かつ
ては煙が上がったら出動だというような
ことで走られて、今は本部から無線で要
請が、その消防団にない限りは待機とい
いますか、そういうような状態であって、
私も消防団員なんで、皆からよく話で出
ることがあるのです。煙が上がって、例
えば要請がなくて出動したと。その場合
に後で、その出動料というのは要請がな
い場合には出るのかどうなのか。皆、気
になって、煙が上がっていますから、こ
れは消していかないといけないと思うの
ですけれども、そういうのがありますの
で、どちらをとったらいいのかというよ
うなのがありまして、その辺お聞かせく
ださい。
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　それと、特に鳥飼なんですが、大阪高
槻線の南北で、もともと旧村に消防団が
発生しまして、区画整理になったところ
というのは消防団がないわけですね。何
年か前の連続放火のときに、一応担当区
域はそこまでだということで、ずっと巡
回をされてきて、実際に震災があって、
学校としては２つにまたがっている状態
なんですね。南部といいますと、鳥飼西
小学校、鳥飼小学校があって、北部でし
たら、鳥飼北小学校、鳥飼東小学校があ
るわけなんですよ。多分震災があって、
消防団が動こうというふうになった場合
に、活動区域というのは両方の小学校に
またがっているわけなんです。そしたら
そのときに消防団の車が１台しかないわ
けなんですね。そしたら旧の村に行けば
いいのか。結局区画整理をされたところ
に行けばいいのかというような、ちょっ
と皆、迷いがあるわけなんです。
　その辺は状況によって臨機応変にとい
うようなことでしょうけれども、震災で
したら摂津市全体的な問題になってきま
すので、火災でしたらこの地域、この地
域というふうに出動ができますけれども、
その辺どういうふうにお考えか、お答え
いただけますか。
　それと、先ほど消防団の人数が１分団
１２人というふうになっていますけれど
も、３人、４人のところがあるわけです。
片や２０人ほど、実際に登録は１２人で、
登録、それ以外の方は正規の消防団の予
備というような形であるところもあるの
です。その地域によって格差があること
によって、どのように考えておられるか。
答えていただけますか。
　それと、国税に関することなんですが、
国税は例えば差し押さえ等、競売の件な
んですが、国は相続税が払えない場合、
物納したり、所得税、消費税を差し押さ

えしたりすることが実際にあるわけです。
例えば国税と市税の割合というのは結局
市税の中にも、その中に幾らか含まれて
いるわけですわね。
　実際に今のところ差し押さえというふ
うなことをすれば、国税にすべていかれ
るわけなんですよ。それを摂津市にも結
局滞納されている分に関しては、その分、
権利があるというたらいいのですか。そ
の分があるわけですわね。それが今のと
ころすべて国税の方に持っていかれてい
るというふうなところで、その税の差し
押さえとか、そういうふうな現状と件数
なんかはどうなのか、お聞かせ願えます
か。
　それと先ほどからも職員の７００人と
いうことで質問されていますけれども、
この職員適正化の基本的な考え方の中に、
ずっと退職者数の人数をずっと書いてい
るわけです。平成２３年まで３２７人退
職されるわけです。７００人にしたいと
いうことでしたら、新卒で２００人を採
用していかなければならないというよう
になってくると思うのです。その辺は新
卒を考えながら、７００人というのをど
う考えていくのか。市としての考えを聞
かせていただけますか。
○三好委員長　暫時休憩します。

（午後　４時３８分　休憩）
（午後　４時３９分　再開）

○三好委員長　再開します。
　砂選挙管理委員会事務局参事。
○大砂選挙管理委員会事務局参事　選挙
公営制度交付金について、今回の場合、
市長選挙の候補者が選挙運動のために使
用される自動車、またポスターの作成費
用、選挙運動用葉書等の費用を負担する
ものでございまして、当然候補者に対し
て交付するものでございます。
○三好委員長　中岡市長公室参事。
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○中岡市長公室参事　先ほど政策推進課
長の方がお答えいたしました事務改善の
委託料でございますね。あの４５０万円
について、当初は人事課の方で予算を組
んでおりましたので、その分が削られて
いるということでご理解いただきたいと
存じます。
　それから、人数５等級以下が確かにご
指摘のように３９名で、パーセントでい
いますと９．８％ということになります。
この問題につきましては、今後１９年か
ら２０年にかけて団塊の世代ということ
で、そこで大量退職出ますと一遍に若い
ものしかいてないような格好になります
ので、人事課としてもそれを見越して、
人員の採用について今まで不補充やった
分を毎年かずつ毎年採用している経過も
ありますので、今後もそういうものにつ
いては退職と採用のバランスを考えて、
採用も行っていきたいと思っております。
　適正化の問題なんですけれども、一応
平成１８年度末までに７５０名以下を予
定しております。その手法といたしまし
ては、現業職等につきましては退職不補
充ということで、非常勤なり、あるいは
再任用ということで雇用いたしまして、
その分で減数が１８名から２０名を予定
いたしております。事務職につきまして
は１８年までに約５０名退職しますので、
６割補充という考え方でいきますと、２
０名の減数になってまいりますので、あ
とは今現在調査をいたしておりますアウ
トソーシングなり、非常勤の職場等も含
めて考えますと、そういう形で６割補充
ぐらいで行っていけば、１００人は大量
退職の時期、１９年から２０年にかけて
は７００人以下が達成できるのではない
かと思っております。
　創造的人材育成事業の分で５００万ほ
ど減っているのはなぜかということなん

ですけれども、その分につきましては先
ほど言いましたように、４９５万の事務
改善運動の分を当初は人事課の方の予算
で組んでおりましたので、その分が今年
度についてはなくなったということでご
ざいます。
○三好委員長　井田総務部参事。
○井田総務部参事　差し押さえの現状と
件数でございますが、平成１４年度の決
算時で見てみますと、不動産は８０３件
で、税額１億４，９５９万２，７４７円。
それから電話加入権が１９４件で、税額
で７９１万９，６９２円。債権、これは
預金とか還付金でございますが、６３件
で１，１０１万３，９４３円の合計にし
まして、１，０６０件で税額１億６，８
５２万８，３８２円でございます。
　差し押さえを執行するについてでござ
いますが、納税交渉とか、納税相談の結
果、分割の徴収緩和措置をとりながら、
解決を目指しているところでございます
が、それでもなお納税に応じない誠意の
ない滞納者につきましては、財産調査を
実施し、滞納処分による差し押さえ等に
より、市税債権の確保に努めているとこ
ろでございます。
　国と市の市税の関係でございますが、
国税につきましては所得税等当該年度に
徴収されるべき税金が先に発生しますの
で、その後において１年後に市民税とい
うのがかかってきますので、どうしても
国が先着して差し押さえになってしまい
ます。これらの差し押さえにつきまして
は、先着主義でございますから、差し押
さえが１番で、もし私どもが後発組にな
りますと、参加差し押さえということに
なってきます。その前にもともと先に民
間の金融機関等の抵当権が入っておる場
合は、それがまた優先されますので、や
はり日数的な時間的な問題があって先に
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持っていかれるということかと思ってお
ります。
○三好委員長　浜崎消防本部次長。
○浜崎消防本部次長　もともと消防団に
関しましは規定がございます。出動区分
の指定がございまして、これは昭和４１
年にできた規定なんですけれども、古う
ございます。それは最初は電話でという
お話で、まず発災した場所の地元分団と
隣接の分団が出て行く。第２出動に関し
ましてはその所属、すなわち４つの区域
に分けております。千里丘、味生、鳥飼、
味舌です。その４つの区域の中の全分団
があっています。
　ただし、第１出動のときには自動車分
団、第１分団から第４分団は必ず出ると
いうことになってございます。第３出動
になりますと、すべての分団が出るとい
う取り決めになっておりますが、現在先
ほどもおっしゃったように、消防の方は
防災無線の方ができておりますので、防
災無線の方で出動指令をかけることが非
常に多うございます。その場合、こちら
の運用上、第２出動からかける場合が多
うございます。ということで、第２出動
となりますと、隣接がいきますので、地
区を越えて行く場合もございます。所属
地区を越えてあります。それと規定の中
では、自分団が例えば火災であると確知
した場合は、第２出動で出ていいという、
そういう規定もございます。
　お尋ねの件ですけれども、じゃあ、遠
くの方で煙が上がっているから、じゃあ、
出ようか、出まいかというような判断な
んですけれども、原則的には防災無線が
ございますので、防災無線の指示どおり
にやっていただきたいと思います。
　それに関しましても、我々の方も一部
の分団の方で例えば千里丘の分団の方が
鳥飼に来られたとか、逆に鳥飼の分団の

方が千里丘の火災に行かれたということ
をお聞きしまして、一度調べた経緯がご
ざいます。平成１４年度と１５年度、１
回ずつございました。それは地域でいい
ますと鳥飼なんですけれども、鳥飼の第
１分団と鳥飼下分団なんですけれど、こ
の分団に関しては屯所が共有しておりま
すので、第１分団が必ず出ることになっ
ていますのですが、そのときの連絡網で、
鳥飼下分団の方にも恐らく連絡網として、
その共有して入っているものかと思いま
す。それで両方が屯所まで出られて、第
１分団が出たので、鳥飼下分団も出てし
まったという２件がございます。それに
関しましては、分団長以上の会議の中で
も、自分の地域は空にして行ってしまう
と、自分の地域のところで何かあった場
合困りますので、それはなるべく避けて
くれということにしております。
　ただし、今まではたくさんの事例がご
ざいませんでしたので、一応自主的な判
断で出てくれはって、それで消火活動も
していただいたということで、手当につ
いては出させていいただきました。
　２番目の鳥飼本町の地域の管轄につい
て、震災時はどうするのかというような
ご質問でございましたが、先般、摂津消
防本部の方からこういう地図をお渡しし
まして、そちらの方のそれぞれの消防団
の管轄区域につきまして、既にご通知し
ているわけなんですけれども、ただしう
ちの消防団というのは、村からの自然発
生的なところが多うございますので、ま
ず第一義的には、まず発生した自治会と
のつながりが強いので、そこを守らなく
てはいけないと私も思います。
　ただ、それでいて、新興を見捨てるの
かということは、私どもは考えておりま
せん。それに関しましては、第１分団か
ら、第４分団の自動車分団がございます
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第１分団から第４分団の自動車分団がや
はり行くべきではないかと、私はそのよ
うに考えております。やはり地元から発
生したということで、地元のつながりも
強うございますので、どうしてもそちら
の方に回っていただく方がいいのではな
いかという気はいたしております。これ
につきましては、また消防団の会議等で
一度こういう意見も出ていますのでとい
うことで、検討させていただきます。
　定員割れしている分団もあり、また逆
に多く補充員を抱えている分団もあるけ
れども、どうだというお話ですけれども、
確かに向こうの方というのはあれですけ
れども、確かにそういう分団があるのは、
私も存じております。
　先ほど本保委員のご答弁にもお答えし
たわけでございますけれども、やはり一
義的には、定員割れしている分団のエリ
アの中から新しく分団員を勧誘いたしま
して、団員になってもらうのが一番いい
かなと思いますけれども、先ほども申し
ました再編成などで、例えば自動車分団
の方に何人か行ってもらってという、そ
ういう再編成も今後必要であろうという
ことで、実際には昨日も消防分団の幹部、
副団長以上の会議の中で、そういう話も
させていただいております。まだ具体的
にはこうだ、ああだというような、ご提
案はできませんけれども、これについて
も是正するように努力いたします。
○三好委員長　森西委員。
○森西委員　消防団に関しては、うちの
鳥飼野々分団なんですが、鳥飼西小学校
と鳥飼北小学校がありまして、鳥飼北小
学校に行くべきやとか、鳥飼西小学校に
行くべきやというふうなことで、団員の
中でも意見が分かれている部分がありま
すので、その辺会議をされて、どういう
ふうな体制をとったらいいかというふう

な、実際に団員が悩んでいますので、そ
の辺の解消をしていただきますよう、よ
ろしくお願いします。
　それと、税に関することですけれども、
差し押さえが８０３件あって、１億から
あるというところですけれども、それを
国でしたら競売にかけて、それを売却す
るというふうなことをしていますけれど
も、市としてはそれを競売にかけること
ができないのか。第３次行財政改革の実
施計画の第１期プランのこの中でも資産
活用というところで、市有地の売却とい
うところだけを書いていまして、そうい
うふうな部分も活用ができないのか。少
しでもそういうふうな部分を活用すれば、
財政的に助かる部分もあるのではないか
というふうに思っていますので、その辺
お聞かせ願えますか。
○三好委員長　井田総務部参事。
○井田総務部参事　市税につきましては、
第一義的に自主納付というのが主眼でご
ざいまして、交渉の結果、無財産の方も
おられますし、財産があれば当然それは
履行されない場合は押さえていくという
ことで、どうしても国税の方が先に着手
されてしまいます。
　そういうことで我々がそういうような
形の交渉の中で押さえていくと、今度は
参加ということになってくるわけでござ
います。そういう参加差し押さえする場
合に、前段で抵当権というのが民間の金
融機関なり、いろんなローン会社なりが
入っておりますから、当然、こちらから
進んでやる場合は、差し押さえ権者がや
るわけで、参加はそれの配当をいただく
ということの押さえになるわけですね。
その前段で、まず民間の金融機関から裁
判所によって競売をかける場合は、うち
の方で配当があればいただけるというこ
とでございます。
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　そうですから、市が進んで率先して、
そういう市がやる場合は、公売というこ
とになるのですけれども、現在はそれに
至っていないということでございます。
○三好委員長　森西委員。
○森西委員　難しいということですけれ
ども、市税でも固定資産税というものが
ありますので、例えばそういうふうな場
合は発生したときには、またそういうふ
うな公売というような部分ができるのか。
可能なのかどうなのかということも、こ
れから考えていただきたいというふうに
思っています。
　そうしますと、財源確保という意味で
も少なからず市にとっては資産という形
で入ってきますので、またそれを逆に面
積からすれば、その少ない面積で逆に公
売で向こうが入札で落としていただける
可能性が高いというような部分も出てく
るかと思うので、なかなか難しいかと思
いますが、ひとつ考え等を入れてよろし
くお願いします。
○三好委員長　暫時休憩します。

（午後　４時５５分　休憩）
（午後　４時５６分　再開）

○三好委員長　再開します。
　本日の委員会は、この程度にとどめ散
会します。

（午後　４時５７分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により
署名する。
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